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2022年 12月 23日 

各 位 

不動産投資信託証券発行者名 

 森トラスト・ホテルリート投資法人 

 代表者名 執行役員 相澤 信之 

 （コード番号:3478） 

資産運用会社名 

 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 

 代表者名 代表取締役社長 山本 道男 

 問合せ先 代表取締役 

最高執行責任者(COO) 

兼 ホテルリート運用本部長 

兼 ホテルリート運用本部 

運用戦略部長 

相澤 信之 

  （TEL. 03-6435-7011） 
 

合併契約承認、資産運用業務委託契約解約及び規約一部変更に関するお知らせ 
 

森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会におきまし

て、下記のとおり合併契約承認、資産運用業務委託契約解約及び規約一部変更に関し、2023 年 1 月 31 日開

催予定の第 5回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたのでお知ら

せします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１．森トラスト総合リート投資法人との合併契約承認の件 

2022年 11月 22 日付で公表した「森トラスト総合リート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人

の合併契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、森トラスト総合リート投資法人（以下「MTR」といい

ます。）と本投資法人は、2023年 3月 1 日を合併の効力発生日として、MTRを吸収合併存続法人、本投資法

人を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことについて決定し、2022年

11月 22日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結しました。 

投資主の皆様におかれましては、本合併の趣旨にご賛同いただき、本合併契約のご承認を賜りますよう、

お願い申しあげます。 

 

（合併契約承認に関する詳細は、別紙「第 5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

なお、別紙「第 5 回投資主総会招集ご通知」における別紙 1「合併契約書（写し）」の別紙 7.1「規約変

更案」の内容（MTRにおける規約変更案）については、本投資法人及び MTRが 2022年 11月 22日付で公表

しました「森トラスト総合リート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人の合併契約締結に関する

お知らせ」にて開示した内容から、以下の訂正を行っています（訂正箇所は網掛けで表示しています。）。 
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(1) 別紙 7.1「規約変更案」（MTR における規約変更案）のうち第 26条第(1)号「変更案」部分 

訂正内容：字句の訂正及び変更箇所を示す下線の追加 
 

訂正前 訂正後 

第 26 条（資産運用の対象及び方針） 
 

（前略） 
 

（b）この投資法人が投資対象とする不動産

等の主な用途はオフィス及び宿泊施設

（ホテル・旅館等及びこれらの付帯施

設といい、以下、単に「宿泊施設」とい

います。また、オフィスと宿泊施設をあ

わせて「中核資産」といいます。）とし

ますが、商業施設、住宅等への分散投資

も行います。 
 

（中略） 
 

（d）この投資法人は、投信法施行規則第 105

条第 1 号ヘに定める不動産等資産を主

たる投資対象とします。 
 

（後略） 
 

第 26 条（資産運用の対象及び方針） 
 

（前略） 
 

（b）この投資法人が投資対象とする不動産

等の主な用途はオフィス及び宿泊施設

（ホテル・旅館等及びこれらの付帯施

設をいい、以下、単に「宿泊施設」とい

います。また、オフィスと宿泊施設をあ

わせて「中核資産」といいます。）とし

ますが、商業施設、住宅等への分散投資

も行います。 
 

（中略） 
 

（d）この投資法人は、投信法施行規則第 105

条第 1 号ヘに定める不動産等資産を主

たる投資対象とします。 
 

（後略） 
 

 

(2) 別紙 7.1「規約変更案」（MTR における規約変更案）のうち第 28条「現行規約」部分 

訂正内容：変更箇所を示す下線の追加 
 

訂正前 訂正後 

第 28 条（決算期） 

この投資法人の営業期間は、毎年 4月 1 日から 9

月末日までの 6月及び 10月 1日から翌年 3月末

日までの 6 月とし、それぞれその末日をもって

決算期とします。 

第 28 条（決算期） 

この投資法人の営業期間は、毎年 4月 1日から 9

月末日までの 6月及び 10月 1日から翌年 3月末

日までの 6 月とし、それぞれその末日をもって

決算期とします。 

 

 

２．森トラスト・アセットマネジメント株式会社との資産運用業務委託契約解約の件 

本投資法人合併に伴い、本投資法人が現在締結している森トラスト・アセットマネジメント株式会社（以

下「MTAM」といいます。）との資産運用業務委託契約を、本投資法人合併の効力発生を条件として、本投資

法人合併の効力発生日である 2023年 3 月 1日に解約することとしましたので、かかる解約について承認を

お願いするものです。 

なお、MTRは、MTAMとの間で資産運用業務委託契約を締結しており、本投資法人合併後においても MTAM

が引き続き吸収合併存続法人である MTRの資産の運用に係る業務を行う予定です。 

本議案は、上記「１．森トラスト総合リート投資法人との合併契約承認の件」に記載の本合併契約承認

に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件とします。 
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３．規約一部変更の件 

 a. 変更の主な理由 

(1) 変更案第 9 条第 5 項関係 

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条但し書きに規定する改正規定

（これに関連する投資信託及び投資法人に関する法律等の改正を含みます。）が 2022 年 9 月 1日に施

行され、同日付で電子提供措置をとる旨の規約変更がなされたものとみなされていることに伴い、当

該定めを明確化するとともに、書面交付を請求した投資主に交付する書面に記載する事項の範囲を限

定するための規定を設けるものです。 

(2) 変更案第 34条第 1 項第 5号及び第 7 号関係 

2019年 7月 4日改正の企業会計基準第 10号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに制定又

は改正された会計基準及び適用指針を含みます。）の適用に伴い、資産評価の方法に関して規定の変更

を行うものです。 

 

b. 変更の内容 

規約一部変更の内容に関する詳細は、別紙「第 5 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 

 

４．本投資主総会等の日程 

2022年 12月 23 日 本投資主総会提出議案承認役員会 

2023年 1月 13日  本投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

2023年 1月 31日  本投資主総会（予定） 

 

以 上 

 

【別紙】第 5回投資主総会招集ご通知 

 

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.mt-hotelreit.jp/ 

 



 

－  － 
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 （証券コード 3478） 

  2023年１月13日 

投 資 主 各 位  

 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号

 森トラスト・ホテルリート投資法人
 執行役員 相澤 信之
 

第５回投資主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。 

 さて、本投資法人の第５回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 

 投資主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、本投資主総会に

つきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、投資主様の健康状態にかかわらず、投資主

総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。当日ご来場いただかなくとも、書面によ

り議決権を行使することもできますので、その場合には、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討

いただきまして、同封の議決権行使書面に賛否をご記入の上、2023年１月30日（月曜日）午後５時45分まで

に到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。 

 また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定に従い、現行規約第14条に

おいて「みなし賛成」に関する規定を定めております。 

 従いまして、当日ご出席になられず、かつ議決権行使書面による議決権の行使をなされない投資主様につ

きましては、同条第３項に定める場合を除き、本投資主総会の各議案について出席した投資主様の議決権の

数に算入され、かつ、賛成するものとみなしてお取扱いすることになりますのでご留意願います。 

 

（現行規約第14条抜粋） 

1.  投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主

総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議

案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。 

2.  前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席し

た投資主の議決権の数に算入する。 

3.  前２項の規定は、(ⅰ)以下の各事項に関する議案が投資主総会に提出されることについて本投資

法人が本投資法人のウェブサイトにおいて公表した日若しくは招集権者がこれに準ずる方法により

公表した日のいずれか早い日から２週間以内に、総発行済投資口の100分の１以上の投資口を６か

月以上引き続き有する投資主が、当該議案に反対である旨を本投資法人(招集権者が執行役員若し

くは監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双方)に通知した場合、又は(ⅱ)

以下の各事項に関する議案について、本投資法人が当該議案に反対である旨を招集通知に記載若し

くは本投資法人のウェブサイトにおいて公表した場合は、当該議案については適用しない。 

(1) 執行役員又は監督役員の選任又は解任 

(2) 資産運用会社（第38条に定義する。）との間の資産運用委託契約の締結又は解約 

(3) 解散 

(4) 投資口の併合 

(5) 執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除 

4.  第１項及び第２項の規定は、本条を変更する規約変更議案については適用しない。 

敬具 



 

－  － 
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記 

１．日   時  2023年１月31日（火曜日） 午前10時 

（なお、受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。） 

２．場   所  東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

丸の内トラストタワーＮ館11階 

「トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room２＋３＋４」 

３．会議の目的事項 

決 議 事 項           

第１号議案 森トラスト総合リート投資法人との合併契約承認の件 

第２号議案 森トラスト・アセットマネジメント株式会社との資産運用業務委託契約解約の件 

第３号議案 規約一部変更の件 

以上 

𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠𡆠 

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

あげます。 

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主様１名を代理人として投資主総会に

ご出席いただくことが可能です。この場合には、議決権行使書面及び代理権（代理人の資格を含みま

す。）を証明する書面を会場受付にご提出ください。 

◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法 

投資主総会参考書類に記載すべき事項について、投資主総会の前日までに修正する必要が生じた場合は、

修正後の事項を本投資法人のウェブサイト（http://www.mt-hotelreit.jp/）に掲載いたします。 

◎本投資主総会の各議案の決議結果に関するご通知は発送いたしません。各議案の決議結果につきましては、

本投資主総会終了後に本投資法人のウェブサイト（http://www.mt-hotelreit.jp/）に掲載いたしますの

で、あらかじめご了承ください。 

◎従前投資主総会終了後に開催しておりました、本投資法人の資産運用会社である森トラスト・アセットマ

ネジメント株式会社による「運用状況報告会」は、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を

踏まえ、投資主の皆様の安全確保の観点から、投資主の皆様の会場滞在時間の短縮を目的として、開催し

ないことといたしました。投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

なお、本投資法人の2022年８月期に関する決算説明会動画及び決算説明会資料は、本投資法人のウェブサ

イト（http://www.mt-hotelreit.jp/）にてご覧いただくことができます。 

◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。 

何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 



 

－  － 
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新型コロナウイルス感染症の感染防止への対応について 
 

 新型コロナウイルス感染症の国内での感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安全の確保及び感染拡大防止の

ため、以下の対応を行うことを予定しております。投資主の皆様のご理解及びご協力を賜りますようお願い

申しあげます。 

 

＜投資主様へのお願い＞ 

◎本投資主総会の議決権は書面により行使することもできますので、投資主の皆様におかれましては、ご自

身の健康状態にかかわらず、本投資主総会へのご出席を極力お控えいただき、同封の議決権行使書面の事

前郵送による議決権行使をご検討いただきますようお願い申しあげます。 

◎投資主総会へのご出席を検討される投資主様におかれましては、ご自身の健康状態、開催日当日の新型コ

ロナウイルス感染症の感染状況や、行政機関の対応状況にご留意いただき、くれぐれもご無理をなさらな

いようにお願い申しあげます。 

◎特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方におかれましては、本投資主総会へのご出席を

見合わせることをご検討ください。 

 

＜来場される投資主様へのお願い＞ 

◎当日の会場では、感染防止対策の一環として、投資主様のお席並びに本投資法人の役員及び運営スタッフ

の席の間隔を広くとる予定であるため、例年に比べて少ない座席数のご用意となり、充分な数のお席を確

保できない可能性がございます。万が一お席がご用意できない場合、会場内にご入場いただけない場合が

ございますことを、あらかじめご了承ください。 

◎ご来場の投資主様におかれましては、マスクを着用の上で会場へお越しいただき、会場受付に設置してお

りますアルコール消毒液による手指消毒にご協力いただきますようお願い申しあげます。ご協力いただけ

ない場合は、会場へのご入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

◎会場受付にて体温測定を実施させていただきます。測定時に37.5℃以上の発熱がある投資主様や、咳など

の症状を有する投資主様には、本投資主総会へのご出席をご遠慮いただくようお願いすることもございま

すので、あらかじめご了承ください。また、体調不良と見受けられる投資主様には、運営スタッフがお声

がけをさせていただき、ご入場をお断りし、又はご退席いただく場合がございますことを、あらかじめご

了承ください。 

◎役員及び運営スタッフは、健康状態に問題がないことを確認の上、原則としてマスクを着用した状態で応

対をさせていただきますことをご理解いただきますようお願い申しあげます。 

◎上記の各対応により、会場受付の混雑が見込まれますので、余裕をもってお越しいただきますようお願い

申しあげます。 

◎上記の他、本投資主総会の秩序維持の観点から、必要な措置を講じる場合がございますので、何卒ご理解

いただきますようお願い申しあげます。 

 

 なお、今後の状況の変化によっては、上記対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のウェブサイト

（http://www.mt-hotelreit.jp/）に掲載する場合がございますので、あわせてご確認いただきますようお

願い申しあげます。 



 

－  － 
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投資主総会参考書類 
 

議案及び参考事項 

第１号議案 森トラスト総合リート投資法人との合併契約承認の件 

 森トラスト総合リート投資法人（以下第１号議案及び第２号議案において「MTR」といいます。）と本投

資法人（MTRと併せて「両投資法人」といいます。）は、2023年３月１日を合併の効力発生日として、MTRを

吸収合併存続法人、本投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行う

ことについて決定し、2022年11月22日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結しました。 

 

１．吸収合併を行う理由 

 不動産投資信託証券市場（以下「J-REIT市場」といいます。）は、2020年２月以降、新型コロナウイル

スの感染拡大に伴い急落する展開となりました。その後各国の金融緩和政策や経済支援策を背景に回復基

調となりましたが、足許ではインフレの進行に伴う金融引き締めによる景気減速懸念やウクライナ危機の

長期化等により、不安定な状況が続いています。オフィス市況はコロナ禍を機に大企業のオフィス縮小や

テレワークの浸透が進み、大規模オフィスビルを中心に稼働率低下やダウンタイムの長期化が発生してい

ます。ホテルについては全国旅行支援の開始や日本を含む世界各国における水際対策緩和を背景に、足許

ではホテル業績の回復傾向が見られ、アフターコロナにおけるホテルマーケットの回復期待が高まってい

るものの、国内旅行需要やインバウンド需要は未だコロナ禍前の水準までは回復しておらず、依然回復の

途上にあります。 

 

 両投資法人の資産運用会社である森トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下第１号議案及び第

２号議案において「本資産運用会社」又は「MTAM」といいます。）は、2000年２月、森トラストグループ

により設立され、東京都心部のオフィスを主たる投資対象とする総合型上場投資法人であるMTRの資産運

用会社として運用を行ってきました。2019年３月１日付で本投資法人の資産運用会社であった森トラス

ト・ホテルアセットマネジメント株式会社と合併し、MTR及び本投資法人の２つの投資法人の資産運用会

社となりました。以降、両投資法人の資産運用会社として安定したトラックレコードを築き、運用を受託

する各投資法人の投資主価値を向上させてきました。 

 

 MTRは、東京都心部のオフィスビルを中心に、市場競争力の高い大型物件へ重点投資をする投資法人と

して、2004年２月に株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）のJ-REIT市場に上

場しました。MTRは、上場来、物件の中長期的価値に力点を置いた厳選投資を続け、2022年10月末日時点

では16物件、合計3,247億円（取得価格ベース）の資産を保有しています。MTRは、マーケットや運用状況

を見極めながら、クオリティ（立地・グレード）重視の投資戦略を実践しており、足許のコロナ禍を背景

とした大型テナントの退去等についても、スポンサーサポートを受けて対応しています。 

 

 本投資法人は、本質的な不動産価値である「資産性」に着目するとともに、価格帯やブランドの観点か

らホテルのグレードを６つに分類し、そのうちの上位４グレードに重点投資を行うホテル特化型の投資法

人として、2017年２月に東京証券取引所のJ-REIT市場に上場しました。森トラストグループの長年培われ

てきた開発力及びホテル運営・マネジメント力を活用した成長戦略を実践し、2022年10月末日時点では５

物件、合計1,076億円（取得価格ベース）の資産を保有しています。コロナ禍でのホテル収益の下落局面

においても、スポンサーである森トラスト株式会社（以下「森トラスト」といいます。）からの最低保証

賃料による賃料の下支えにより、一定の分配金水準を維持しています。 

 

 両投資法人は、それぞれの特徴を活かし、MTRはオフィスアセットの安定性、本投資法人はホテルア

セットの成長性を背景に、中長期的な収益の安定と成長を目指した運用を行ってきました。しかしながら、

MTRでは、主な投資対象であるオフィスアセットにおいて、大型優良物件の新規取得機会の減少や足許の

コロナ禍でのテナント退去を要因とした収益力の低下により今後の成長性に課題を抱えており、また、本
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投資法人では、投資対象であるホテルアセットにおいて、コロナ禍での収益変動リスクが顕在化し、安定

性の確保に課題を抱えており、両投資法人において単独での成長機会が限定的であることが課題と認識す

るに至りました。両投資法人がこれらの課題を互いに解決し、継続的な投資主価値の向上に資するため、

資産性・安定性・成長性を真に兼ね備えたオフィス・ホテルを中核資産とする総合型REITとなるべく、両

投資法人において合併に関する協議を開始することに合意し、これまで慎重に検討を重ねてきました。そ

の結果、両投資法人は、本合併を通じオフィスアセットの安定性とホテルアセットの成長性を併せ持つ

ポートフォリオを構築するとともに、スポンサーサポートを最大限活用して成長路線へと回帰することが

更なる投資主価値の向上に繋がると判断するに至り、本合併契約を締結しました。 

 

 両投資法人は、本合併については、以下の意義を有すると考えています。 

 

① オフィス・ホテルを中核資産とし、資産性・安定性・成長性を追求 

 MTR及び本投資法人は、それぞれにおいて不動産の本質的価値である資産性に着目した上質なアセッ

トへの重点投資を行ってきましたが、本合併後においても、この投資方針は継続されます。また本合併

後は、安定的なキャッシュフローを生むオフィスと、成長性が期待できるホテルを中核資産とし、安定

性と成長性の両面を追求していくことが可能になります。加えて物件・アセットタイプの分散が進展し、

ポートフォリオ・クオリティも向上すると考えています。 

 

② スポンサーサポートの最大活用と成長路線への回帰 

 本合併後においては、引き続きスポンサーサポートを最大限活用しながら、成長路線への回帰を目指

します。 

 外部成長については、スポンサーサポートの最大活用により資産規模の成長を図ることを目標としま

す。その取り組みの一環として、本合併による効果の一つであるLTV（総資産有利子負債比率）の低下

に伴い創出される取得余力を活用し、スポンサーである森トラストから神谷町トラストタワーを追加取

得する予定です。当該追加取得は、本合併後の投資法人（以下「新MTR」といいます。）に対するスポ

ンサーの強いコミットメントを示すものであると考えています。 

 加えて、コロナ禍における収益低下からの回復途上にあるオフィスアセット及びホテルアセットは、

ともにアフターコロナにおける市況の回復・成長局面を捉えた成長が期待されるアセットタイプであり、

今後の内部成長にも期待できるものと考えており、外部成長と内部成長の双方が成長ドライバーになる

と考えています。 

 

③ 投資家と利益を一つにした強固なガバナンス 

 スポンサーである森トラストグループによるセイムボート出資比率は、本合併後29.2％となりJ-REIT

最大級の出資比率となります。これにより、今後も、中長期的な目線での両者の成長と投資主価値向上

を考えた協力を行うことが可能となります。また投資主価値と本資産運用会社への報酬の連動性をさら

に向上させるべく、本合併後、１口当たり利益に連動する新たな資産運用報酬体系を導入し、協力体制

の強化を促進する予定です。 

 

④ マーケットプレゼンスの向上 

 本合併後、新MTRは資産規模が約4,711億円（J-REIT第14位）（注）となり、マーケットプレゼンスが

向上することで、投資家層の裾野がより拡がることが期待されます。また、それに伴い時価総額が拡大

し、投資口流動性が向上することにより投資主価値が向上するものと考えています。 

 

 新MTRは、これら４点の本合併に係る意義を通じて、安定的なキャッシュフローを生むオフィスと、成

長性が期待できるホテルを中心に、中長期的な安定運用を基本とし、投資主価値の向上を目指します。 









 

－  － 

 

 

 

 

        

9

かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を

行っていません。また、MTR及び本投資法人の資産又は負債（簿外資産及び負債、その他偶

発債務を含みます。）について、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関へ

の鑑定又は査定の依頼も行っていません。加えて、MTR及び本投資法人の財務予測に関する

情報については、現時点で得られる最善の予測と判断を反映するものとして、MTR及び本投

資法人の経営陣により合理的に作成されたものであることを前提としています。SMBC日興証

券による上記合併比率の分析は、2022年11月21日現在の上記情報等に基づくものです。 

SMBC日興証券の分析は、MTRの役員会における本合併の検討に資する目的のためにのみ行わ

れたものであり、他のいかなる目的のためにも、また他のいかなる者によっても依拠又は使

用することはできません。またMTR、本投資法人の投資主が本合併又はその他の事項に関し

どのように議決権を行使するべきかに関し何らかの意見表明や推奨を行うものではありませ

ん。 

（注２）みずほ証券は、合併比率の算定に際して、みずほ証券が検討した全ての公開情報及び両投資

法人又は本資産運用会社からみずほ証券に提供され又はみずほ証券が両投資法人又は本資産

運用会社と協議した財務その他の情報で合併比率の算定に際して実質的な根拠となった情報

の全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを前提としています。なお、みずほ証券

は、かかる情報の正確性若しくは完全性につき独自に検証は行っておらず、また、これらを

独自に検証する責任又は義務を負いません。合併比率算定書に記載される内容は、みずほ証

券に提供され又はみずほ証券が両投資法人又は本資産運用会社と協議した情報について、か

かる情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は合併比率算定書交付時点で開示されて

いない事実や状況若しくは合併比率算定書交付時点以降に発生した事実や状況（合併比率算

定書交付時点において潜在的に存在した事実で、その後明らかになった事実を含みます。）

があった場合には、異なる可能性があります。みずほ証券は、各投資法人の執行役員が、み

ずほ証券に提供され又はみずほ証券と協議した情報を不完全若しくは誤解を招くようなもの

とするような事実を一切認識していないことを前提としています。さらに、みずほ証券は、

各投資法人の資産・負債（デリバティブ取引、簿外資産・負債その他の偶発債務を含みま

す。）又は引当てにつき独自に評価・鑑定を行っておらず、いかなる評価又は鑑定について

も、独自に第三者から提供を受けたことはなく、また、第三者に要求していません。みずほ

証券は、各投資法人の財産又は施設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産など

に関する法律に基づいて各投資法人の投資主資本、支払能力又は公正価格についての評価を

行っていません。 

合併比率の算定に際して両投資法人又は本資産運用会社から情報の提供又は開示を受けられ

ず、又は提供若しくは開示を受けたもののそれが各投資法人の投資口価値に及ぼす影響が現

時点においては不確定なもの、又はその他の方法によってもみずほ証券が評価の基礎として

使用できなかったものについては、みずほ証券は、みずほ証券が合理的及び適切と考える仮

定を用いています。みずほ証券のかかる仮定が重要な点において事実と異なることが明らか

になった場合に、それが各投資法人の将来の財務状況にどのような影響を及ぼすかについて、

みずほ証券は検証を行っていません。 

なお、みずほ証券が両投資法人又は本資産運用会社から開示を受けた財務予測その他の将来

に関する情報については、両投資法人の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点で得られ

る最善の予測及び判断に基づき、各投資法人の執行役員あるいは本資産運用会社の役職員に

よって合理的に準備・作成若しくは調整されたことを前提としています。みずほ証券は上記

の前提条件及び財務予測並びに事業計画の実現可能性について独自に検証することなく、こ

れらの前提条件及び財務予測並びに事業計画に依拠しており、合併比率算定書で言及される

分析若しくは予想又はそれらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明していません。み

ずほ証券は、法律、規制又は税務関連の専門家ではなく、かかる事項については、両投資法

人の外部専門家が行った評価に依拠しています。なお、本合併は、日本の法人税法上、課税
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されない取引であることを前提としています。 

みずほ証券の算定結果は、みずほ証券が本投資法人の依頼により、本投資法人の役員会が合

併比率を決定するための参考に資することを唯一の目的とし本投資法人に提出したものであ

り、当該算定結果は、みずほ証券が合併比率の妥当性について意見を表明するものではあり

ません。 

 

③ 算定の経緯 

 両投資法人は、それぞれ両投資法人の財務実績や資産・負債の状況、今後の事業の見通し、本合併

によるメリット、両投資法人のフィナンシャル・アドバイザーがそれぞれ行った財務分析の結果等の

要因を総合的に勘案し、協議・交渉を慎重に重ねた結果、上記合併比率が妥当であると判断し、本合

併契約を締結しました。 

 

④ 算定機関との関係 

 SMBC日興証券及びみずほ証券は、いずれも、両投資法人の投資法人の計算に関する規則第67条第４

項に定める関連当事者に該当せず、本合併に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

⑤ 公正性を担保するための措置 

ア 合併の是非及び合併比率の検討過程における公正性担保措置 

 両投資法人はそれぞれ、MTAMに対して資産運用業務を委託していますが、MTAMにおいては、本合

併の検討並びにMTR及び本投資法人の役員会に対する助言及びサポートに際し、各投資法人につき、

その運用担当責任者（MTR：総合リート運用本部長、本投資法人：ホテルリート運用本部長）及び

運用担当部（MTR：総合リート運用本部、本投資法人：ホテルリート運用本部）を異なる人員によ

り個別に組織し、各運用担当部間に適切な情報隔壁を設置することにより徹底した情報遮断体制を

構築しています。また、本合併の検討過程において各運用担当部間での利益相反の懸念がある情報

伝達が必要な場合には、各投資法人が個別に選定した上記各フィナンシャル・アドバイザーを介し

て情報伝達を行うこととし、各運用担当部が直接の接触を持つことを防止しています。 

 各運用担当責任者及び各運用担当部は、本合併の検討過程において、それぞれ執行役員１名及び

投信法上資産運用会社からの独立性が担保されている監督役員（MTR：２名、本投資法人：２名）

により構成される各投資法人の役員会に対して、検討状況を適時に報告するとともに、重要な検討

事項については各投資法人の役員会での審議・承認を経ています。 

 また、両投資法人の執行役員はそれぞれ、MTAMの役員を兼任しており、MTAMとの利害関係を有す

ることから、本合併契約締結の承認に係る各投資法人の役員会における本合併契約の承認の決議に

は参加していません。 

 なお、MTAMは、本合併に伴い、MTRの規約及びMTRとの間の資産運用業務委託契約の定めに基づき、

本合併による存続投資法人であるMTRから合併に伴う運用報酬及び本合併の効力発生後の運用に係

る運用報酬を受領しますが、いずれも本合併の合併比率の如何によりその金額に影響は生じません。

また、MTRは西村あさひ法律事務所を、本投資法人は森･濱田松本法律事務所を、それぞれ本合併の

ためのリーガル・アドバイザーとして選任し、それぞれ本合併の手続及び意思決定の方法・過程等

について助言を受けています。 

 

イ 合併比率の算定における公正性担保措置 

 上記②～④に記載のとおり、両投資法人は、それぞれのフィナンシャル・アドバイザーに合併比

率に関する財務分析を依頼し、その財務分析の結果等の要因を総合的に勘案して合併比率を決定し

ました。 

 MTRは、本合併の公正性を担保するため、MTRの投資主のために独立第三者の算定機関であるSMBC

日興証券から、財務的見地より本合併の割当ての内容に関して、一定の前提条件のもとで分析を

行った合併比率算定書を取得しています。 
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 以上のことから、MTRの役員会は、本合併に関する公正性を担保するための措置を十分に講じて

いるものと判断しています。 

 一方、本投資法人は、本合併の公正性を担保するため、本投資法人の投資主のために独立第三者

の算定機関であるみずほ証券から、財務的見地より本合併の割当ての内容に関して、一定の前提条

件のもとで分析を行った合併比率算定書を取得しています。 

 以上のことから、本投資法人の役員会は、本合併に関する公正性を担保するための措置を十分に

講じているものと判断しています。 

 なお、両投資法人は、各フィナンシャル・アドバイザーから合併比率が両投資法人の投資主に

とって財務的見地より妥当である旨の意見書（いわゆるフェアネス・オピニオン）を取得している

ものではありません。 

 

（ⅱ）合併対価の一部として金銭を選択した理由 

 本合併後、吸収合併存続法人であるMTRは、本合併の効力発生日の前日に終了する本投資法人の最

終期の営業期間に係る金銭の分配の代わり金（利益の配当）として、本投資法人の分配可能利益に基

づき割当対象投資主に対して同営業期間の金銭の分配額見合いの合併交付金（本合併の効力発生日の

前日における本投資法人の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日における本投資法人の発行

済投資口の総口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額

（１円未満切捨て））を、効力発生日から合理的な期間内に支払う予定です。 

 

（ⅲ）吸収合併存続法人の出資総額に関する事項についての定めの相当性に関する事項 

 本合併に際して増加すべきMTRの出資総額及び出資剰余金の額は、以下のとおりとします。ただし、

MTR及び本投資法人は、効力発生日の前日におけるMTR及び本投資法人の財産状態を考慮して協議し合

意の上、これを変更することができます。 

① 出資総額 ：０円 

② 出資剰余金：投資法人の計算に関する規則第22条第１項に定める投資主資本等変動額から上記①に

定める額を減じて得た額 

 

（２）合併対価について参考となるべき事項 

（ⅰ）吸収合併存続法人の規約の定め 

 29ページから41ページに記載の別紙２記載のとおりです。なお、別紙１の合併契約書に記載のとお

り、MTRは投資主総会を開催して、本合併の効力発生を停止条件として、本合併の効力発生日付で規

約を別紙１の合併契約書別紙7.1（甲の規約変更案）のとおり変更する旨の議案につき承認を求める

こととされています。 

 

（ⅱ）合併対価として交付される投資口の換価の方法に関する事項 

① 当該投資口を取引する市場 

 東京証券取引所 不動産投資信託証券市場 

② 当該投資口の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者 

 上記①の証券取引所の取引参加者又は会員である証券会社等となります。 
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（ⅲ）合併対価として交付される投資口の市場価格に関する事項 

 MTRの最近６か月間の月別最高・最低投資口価格（終値）は以下のとおりです。 

 

月別 
2022年 
６月 

2022年 
７月 

2022年 
８月 

2022年 
９月 

2022年 
10月 

2022年 
11月 

最 高 
(円) 

144,000 147,200 147,400 146,600 148,300 149,600 

最 低 
(円) 

135,400 138,700 142,800 137,700 134,500 143,600 

 

（３）計算書類等に関する事項 

（ⅰ）吸収合併存続法人についての事項 

① 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書の内容 

別紙３をご参照ください。 

 

② 最終営業期間の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状

況に重要な影響を与える事象の内容 

ア MTRは、本合併に伴い、決算期を現行の３月末日及び９月末日から２月末日及び８月末日に変更

する旨の規約変更に係る議案を、MTRの投資主総会の第２号議案において上程しております。当該

規約変更に係る議案が投資主総会において承認された場合には、MTRにおける本合併の効力発生前

の最終期の営業期間は2022年10月１日から2023年２月28日の５か月となります。 

イ MTRは、以下のとおり本投資口分割を行うことについて決定しました。 

(a) 分割の目的 

 本合併は、MTRを吸収合併存続法人とする吸収合併方式によって行われ、本投資口分割を考慮

する前の合併比率は、MTR１に対し、本投資法人が0.92となります。しかしながら、かかる合併

比率では、本投資法人投資口１口に対して、MTR投資口0.92口が割当交付されることとなり、交

付されるMTR投資口の口数が１口未満となる本投資法人の投資主が多数生じることとなります。

そのため、本投資法人の全ての投資主に対し１口以上のMTR投資口を交付し、本合併後も本投資

法人の投資主がMTR投資口を継続して保有することを可能とするべく、MTR投資口１口につき２口

の割合による投資口の分割を行うこととしました。 

(b) 分割の方法 

 本合併の効力発生日の前日である2023年２月28日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投

資主の所有する投資口を、１口につき２口の割合をもって分割します。本投資口分割は、本合併

契約が解除されていないことを条件として、本合併の効力発生日である2023年３月１日において

効力を生じるものとします。 

ウ MTRは、2023年２月28日、2023年８月31日及び2024年２月29日を取得予定日として、オフィス１

物件（仙台MTビル）に係る不動産信託受益権の取得を行うことについて、2022年７月29日付で、森

トラストとの間で売買契約を締結しています。また、MTRは、2023年２月28日、2023年８月31日及

び2024年２月29日を譲渡予定日として、商業施設１物件（新橋駅前MTRビル）に係る不動産信託受

益権の譲渡を行うことについて、2022年７月29日付で、森トラストとの間で売買契約を締結してい

ます。 

エ MTRは、2023年３月１日を取得予定日として、オフィス１物件（神谷町トラストタワー）に係る

不動産信託受益権の取得を行うことについて、2022年11月22日付で、森トラストとの間で売買契約

を締結しています。なお、当該売買契約において、本合併の効力が取得予定日までに（当日を含み

ます。）生じないこと（以下「本件事由」といいます。）を解除条件として、本件事由の発生によ

り当然に取得資産（神谷町トラストタワー）のうち家屋番号「虎ノ門四丁目24番６の1401」の共有

持分10分の２が当該売買契約（神谷町トラストタワー）に基づく売買対象から除外されます。 
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（ⅱ）吸収合併消滅法人についての事項 

最終営業期間の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状

況に重要な影響を与える事象の内容 

 該当事項はありません。 

 

第２号議案 森トラスト・アセットマネジメント株式会社との資産運用業務委託契約解約の件 

 本投資法人合併に伴い、本投資法人が現在締結しているMTAMとの資産運用業務委託契約を、本投資法人合

併の効力発生を条件として、本投資法人合併の効力発生日である2023年３月１日に解約することとしました

ので、かかる解約について承認をお願いするものです。 

 なお、MTRは、MTAMとの間で資産運用業務委託契約を締結しており、本投資法人合併後においてもMTAMが

引き続き吸収合併存続法人であるMTRの資産の運用に係る業務を行う予定です。 

 本議案は、第１号議案「森トラスト総合リート投資法人との合併契約承認の件」が原案どおり承認可決さ

れることを条件とします。 

 

第３号議案 規約一部変更の件 

１．変更の理由 

（１）変更案第９条第５項関係 

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条但し書きに規定する改正規定

（これに関連する投資信託及び投資法人に関する法律等の改正を含みます。）が2022年９月１日に施行

され、同日付で電子提供措置をとる旨の規約変更がなされたものとみなされていることに伴い、当該定

めを明確化するとともに、書面交付を請求した投資主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する

ための規定を設けるものです。 

（２）変更案第34条第１項第５号及び第７号関係 

2019年７月４日改正の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに制定又は

改正された会計基準及び適用指針を含みます。）の適用に伴い、資産評価の方法に関して規定の変更を

行うものです。 

（３）その他 

上記のほか、必要な表現の変更のために、所要の変更を行うものです。 
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２．変更の内容 

 現行規約の一部を下記変更案のとおり改めようとするものです。 

（下線は変更部分） 

現  行  規  約 変   更   案 

第３章 投資主総会 第３章 投資主総会 

  

第9条 (招集及び開催) 第9条 (招集及び開催) 

1.～4. (省略) 1.～4. (現行どおり) 

(新設) 5. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資

主総会参考書類等の内容である情報について、

電子提供措置をとるものとする。また、本投資

法人は、電子提供措置をとる事項のうち投資信

託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12

年総理府令第129号、その後の改正を含む。以

下｢投信法施行規則｣という。）で定めるものの

全部又は一部について、議決権の基準日までに

書面交付請求した投資主に対して交付する書面

に記載しないことができる｡ 

  

第27条 (資産運用の基本方針) 第27条 (資産運用の基本方針) 

本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投

資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成

12年総理府令第129号、その後の改正を含む。以

下｢投信法施行規則｣という。)第105条第1号ヘに

定める不動産等資産のうち、不動産、不動産の

賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託す

る信託の受益権、又は投信法施行規則第221条の

2第1項に規定する法人(以下｢海外不動産保有法

人｣という。)の発行済株式(当該発行済株式(当

該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除

く。)の総数に投信法施行規則第221条に規定す

る率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行

済株式に限る。)をいう。以下同じ。)に対する

投資として運用することを目的として、投資主

価値の最大化を目的とし、資産の着実な成長と

安定した収益の確保を目指して、｢資産性｣｢安定

性｣｢成長性｣に配慮した資産の運用を行うものと

する。 

本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投

信法施行規則第105条第1号ヘに定める不動産等

資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権

及びこれらの資産のみを信託する信託の受益

権、又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定

する法人(以下｢海外不動産保有法人｣という。)

の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産

保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に

投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得

た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)

をいう。以下同じ。)に対する投資として運用す

ることを目的として、投資主価値の最大化を目

的とし、資産の着実な成長と安定した収益の確

保を目指して、｢資産性｣｢安定性｣｢成長性｣に配

慮した資産の運用を行うものとする。 

  

第34条 (資産評価の方法、基準及び基準日) 第34条 (資産評価の方法、基準及び基準日) 

1. (省略) 1. (現行どおり) 

(1)～(4) (省略) (1) ～(4) (現行どおり) 
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現  行  規  約 変   更   案 

(5) 有価証券(第29条第1項第2号②から⑥ま

で、第3号③から⑦まで、⑨、⑩、⑰及び

㉑に定めるもの) 

(5) 有価証券(第29条第1項第2号②から⑥ま

で、第3号③から⑦まで、⑨、⑩、⑰及び

㉑に定めるもの) 

当該有価証券の公表されている価格がある

場合には､公表されている最終価格に基づ

き算出した価額(金融商品取引所における

取引価格、日本証券業協会等が公表する価

格又はこれらに準じて随時売買換金等を行

うことができる取引システムで成立する取

引価格をいう。以下同じ｡)を用いるものと

する｡公表されている価格がない場合には､

合理的な方法により算出した価額により評

価するものとする。また、付すべき公表さ

れている最終価格又は合理的な方法により

算出した価額は、評価の精度を高める場合

を除き、毎期同様な方法により入手するも

のとする。取引価格及び合理的に算出でき

る価額のいずれも入手できない場合には、

取得原価で評価することができるものとす

る。 

満期保有目的の債券、子会社株式及び関連

会社株式は取得原価をもって評価し、売買

目的有価証券及びその他有価証券は時価を

もって評価する。但し、市場価格のない株

式等は、取得原価で評価するものとする。 

(6) (省略) (6) (現行どおり) 

(7) デリバティブ取引に係る権利(第29条第1項

第3号⑳に定めるもの) 

(7) デリバティブ取引に係る権利(第29条第1項

第3号⑳に定めるもの) 

① 金融商品取引所に上場しているデリバティ

ブ取引により生じる債権及び債務 

基準日における当該取引所の最終価格(終

値、終値がなければ気配値(公表された売

り気配の最安値又は買い気配の最高値、そ

れらがともに公表されている場合にはそれ

らの仲値))に基づき算出した価額により評

価する。なお、基準日において最終価格が

ない場合には、基準日前直近における最終

価格に基づき算出した価額により評価す

る。 

② 金融商品取引所の相場がない非上場のデリ

バティブ取引により生じる債権及び債務 

市場価格に準ずるものとして合理的な方法

により算定された価額により評価する。な

お、時価評価に当たっては、最善の見積り

額を使用するものとするが、公正な評価額

を算定することが極めて困難と認められる

場合には、取得価額により評価する。 

デリバティブ取引により生じる正味の債権

及び債務は時価により評価する。但し、金

融商品に関する会計基準及び金融商品会計

に関する実務指針によりヘッジ会計の要件

を充足するものについては、ヘッジ会計が

適用できるものとし、さらに金融商品に関

する会計基準及び金融商品会計に関する実

務指針により金利スワップ等の特例処理の

要件を満たす取引については、金利スワッ

プ等の特例処理を適用することができるも

のとする。なお、外貨建取引等会計処理基

準において為替予約等で振当処理の要件を

充足するものについては振当処理を適用で

きるものとする。 
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現  行  規  約 変   更   案 

③ 上記にかかわらず、金融商品に関する会計

基準及び金融商品会計に関する実務指針に

よりヘッジ会計の要件を充足するものにつ

いては、ヘッジ会計が適用できるものと

し、さらに金融商品に関する会計基準及び

金融商品会計に関する実務指針により金利

スワップ等の特例処理の要件を満たす取引

については、金利スワップ等の特例処理を

適用することができるものとする。なお、

外貨建取引等会計処理基準において為替予

約等で振当処理の要件を充足するものにつ

いては振当処理を適用できるものとする。 

 

(8) (省略) (8) (現行どおり) 

 

その他の参考事項 

 本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、投資

信託及び投資法人に関する法律第93条第１項及び本投資法人規約第14条に定める「みなし賛成」の規定の適

用はありません。 

 また、同条第３項の定めに従い、同項各号に定める議案について、所定の手続に基づいて、一定の資格要

件を備えた少数投資主が、当該議案に反対である旨を本投資法人に通知した場合、当該議案については同条

に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。 

 なお、上記の第１号議案から第３号議案につきましてはいずれも相反する趣旨の議案には該当しておらず、

また、本投資法人規約第14条第３項が適用される第２号議案につきましては、2022年12月23日現在、少数投

資主から当該議案に反対である旨の通知はなされていません。 

以上 

 



 

－  － 

 

 

 

 

        

17

別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合併契約書（写し）  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年11月22日 



 

－  － 

 

 

 

 

        

18

合併契約書（写し） 

 

 森トラスト総合リート投資法人(以下「甲」という。)及び森トラスト・ホテルリート投資法人(以下

「乙」という。)は、甲及び乙の合併(以下「本合併」という。)に関し、以下の通り合併契約(以下「本契

約」という。)を締結する。 

 

第1条 (合併の方法) 

甲及び乙は、本契約の規定に従い、甲を吸収合併存続法人とし、乙を吸収合併消滅法人として、投資信

託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。以下「投信法」という。)

第147条に基づく吸収合併を行う。 

 

第2条 (合併当事法人の商号及び住所) 

吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の商号及び住所は、以下の通りである。 

(1) 吸収合併存続法人の商号及び住所 

商号：森トラスト総合リート投資法人 

住所：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 

(2) 吸収合併消滅法人の商号及び住所 

商号：森トラスト・ホテルリート投資法人 

住所：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 

 

第3条 (甲の投資口の分割) 

甲は、第13条で定める本合併の前提条件が全て成就されていることを条件として、本合併の効力が生じ

る日(以下「効力発生日」という。)の前日の甲の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の有す

る投資口1口を、効力発生日をもって投資口2口に分割(以下「本投資口分割」という。)する。 

 

第4条 (本合併に際して交付する投資口の口数の算定方法及びその割当てに関する事項) 

1. 甲は本合併に際し、効力発生日の前日の乙の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(甲、乙及

び投信法第149条の3の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求した乙の投資主（当該買取請求を

撤回した投資主を除く。）を除く。以下「割当対象投資主」という。)の有する乙の投資口の合計数に

1.84を乗じた数の、第3条による分割後の投資口を新たに発行し、割当対象投資主に対して、その有す

る乙の投資口1口につき、第3条による分割後の甲の投資口1.84口の割合をもって、割当交付する。ただ

し、かかる割当交付及び本合併の効力発生は、本投資口分割が効力発生日に効力を生じることを停止条

件とし、本投資口分割が効力発生日に効力を生じない場合には、甲及び乙は誠実に協議し合意の上、第

6条に規定する効力発生日を変更し、その他本合併の効力の発生に向けて必要な対応を行うものとする。 

2. 前項の場合において、割当対象投資主に対して交付しなければならない甲の投資口の口数に1口に満た

ない端数があるときは、甲は投信法第149条の17の規定に従って、その端数を処理する。 

 

第5条 (吸収合併存続法人の出資総額に関する事項) 

本合併に際して増加すべき甲の出資総額及び出資剰余金の額は、以下の通りとする。ただし、甲及び乙

は、効力発生日の前日における甲及び乙の財産状態を考慮して協議し合意の上、これを変更することが

できる。 

(1) 出資総額：  0円 

(2) 出資剰余金： 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含む。)第

22条第1項に定める投資主資本等変動額から前号に定める額を減じて得た額 

 

第6条 (効力発生日) 

本合併の効力発生日は、2023年3月1日とする。ただし、甲及び乙は、本合併に係る手続進行上の必要性

その他の事由により、別途協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。 



 

－  － 
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第7条 (投資主総会) 

1. 甲は、2023年2月1日又は甲及び乙が別途合意して決定する日に、投資主総会を開催して、(i)投信法第

149条の7第1項の規定に基づく本契約の承認の議案及び、(ii)本合併の効力発生を停止条件として効力

発生日付で規約を別紙7.1の通り変更する旨の議案その他甲及び乙が別途合意する内容の議案について、

承認を求める。ただし、甲及び乙が別途協議し合意した場合は、この限りでない。 

2. 乙は、2023年1月31日又は甲及び乙が別途合意して決定する日に、投資主総会を開催して、(i)投信法第

149条の2第1項の規定に基づく本契約の承認の議案及び、(ii)本合併の効力発生を停止条件として効力

発生日付で森トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」という。)との間の資

産運用業務委託契約を解約する旨の議案その他甲及び乙が別途合意する内容の議案について、承認を求

める。ただし、甲及び乙が別途協議し合意した場合は、この限りでない。 

 

第8条 (本合併後の甲の商号及び関係法人等) 

1. 甲の商号は、本合併後においては、森トラストリート投資法人とする。 

2. 本合併後の甲の資産運用会社(投信法第2条第21項に定める資産運用会社をいう。以下同じ。)、資産保

管会社(投信法第2条第22項に定める資産保管会社をいう。以下同じ。)、一般事務受託者(投信法第117

条各号に定める事務の委託を受ける投信法第2条第23項に定める一般事務受託者をいう。以下同じ。)及

び会計監査人は、本合併に際して変更しない。 

3. 乙は、本合併の効力発生を停止条件として、乙の資産運用会社との間の資産運用業務委託契約、資産保

管会社との間の資産保管委託契約及び一般事務受託者との一般事務委託契約並びにその他甲及び乙が別

途合意する契約について、効力発生日をもって解約する。ただし、甲は、乙が本項記載の各契約に基づ

き支払うべき報酬等のうち、効力発生日時点で未払いであるものの支払義務を承継するものとする。 

4. 前三項にかかわらず、甲及び乙は、別途協議し合意の上、これらに定める内容を変更することができる。 

 

第9条 (合併交付金) 

甲は、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金（利

益の配当）として、割当対象投資主に対して、その有する乙の投資口1口につき以下の算式により算定

される金額(1円未満切捨て)の合併交付金を、効力発生日後、乙の当該営業期間に係る乙の収益算定、

合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。 

1口当たり合併 

交付金の金額 
＝ 

効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額 

効力発生日の前日における乙の発行済投資口数 

上記の算式における「効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額」は、効力発生日の前日におけ

る投信法第136条第1項に定める利益の額とし、「効力発生日の前日における乙の発行済投資口数」は、

効力発生日の前日における乙の発行済投資口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口

数を控除した口数とする。 

 

第10条(金銭の分配) 

1. 甲は、効力発生日までの間に、2022年9月30日に終了した営業期間に係る金銭の分配として、総額

3,960,000,000円(投資口1口当たり3,000円)を、甲の2022年9月30日の最終の投資主名簿に記載又は記録

された投資主又は登録投資口質権者に対して分配するものとし、かかる金銭の分配を除き、投資主に対

する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 

2. 乙は、効力発生日までの間に、2022年8月31日に終了した営業期間に係る金銭の分配として、総額

1,144,500,000円(投資口1口当たり2,289円)を、乙の2022年8月31日の最終の投資主名簿に記載又は記録

された投資主又は登録投資口質権者に対して分配するものとし、かかる金銭の分配を除き、投資主に対

する金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 

3. 前二項にかかわらず、効力発生日が2023年3月1日より後の日に変更された場合には、金銭の分配の取扱

いについては、甲及び乙は両者間で協議し合意の上、これを決定する。 



 

－  － 
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第11条(法人財産の承継) 

甲は、効力発生日において、効力発生日現在における乙の資産、負債及び権利義務の一切を承継する。 

 

第12条(誓約事項) 

1. 甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者としての注意をもって

自らの業務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、また、それぞれの資産運用会社、資産保管会社又

は一般事務受託者その他の第三者をして行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響

を及ぼす行為(投資口の発行、投資法人債の発行（既存投資法人債の償還又は既存借入金の返済のため

に行う投資法人債の発行を除く。）又は新規の借入れ(既存投資法人債の償還又は既存借入金の返済の

ために行う借入れは除く。)、物件等（不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を意味する。

以下同じ。）の売却又は取得に係る契約の締結又はその実行を含むが、これらに限られない。)につい

ては、事前に相手方の同意を得た上で、これを行うものとする。ただし、本契約に明示的に定めるもの

及び本契約締結日において締結済の契約に基づくものは、この限りではない。なお、疑義を避けるため

に付言すると、本契約に明示的に定めるもの及び本契約締結日において締結済の契約に基づくもので

あっても、本契約の締結後に当該契約等を変更又は終了する場合には、事前に相手方の同意を得た上で、

これを行うものとする。 

2. 甲及び乙はそれぞれ、効力発生日までの間に、それぞれの事業若しくは財務状態又は本合併に重大な影

響を与える合理的可能性がある事象(借入れに係る契約上の財務制限条項その他の条項の違反、甲又は

乙による法令違反及び当局からの指摘等を含むが、これらに限られない。)を知ったときは、直ちに相

手方に通知するものとする。この場合、甲及び乙は、対応策について誠実に協議し検討するものとし、

かつ、当該事象を解決するよう最大限努力する。 

3. 乙は、効力発生日までの間に、以下の契約について、当該契約の当事者から当該契約を解除その他の原

因により終了させない旨の覚書の取得又は当該目的のために甲及び乙が別途合意する内容の手当てを行

うものとする。 

(i) 本資産運用会社、乙及び森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社の間の2016年11月1日付スポン

サーサポートに関する協定書 

4. 甲及び乙は、本契約締結日以降効力発生までの間、本合併に伴う乙の資産、負債及び債務の甲による承

継のために必要となる実務上の措置を行うものとし、かかる措置を実行するため、相互の情報交換等の

必要な協力を行い、それぞれの資産運用会社をして必要な協力を行わせるものとする。 

 

第13条(本合併の条件) 

効力発生日の前日において、以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就されていない場合、

又は効力発生日の前日までに以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就されないことが明ら

かになった場合、本契約当事者（ただし、自ら又はその資産運用会社の責めに帰すべき事由により当該

前提条件が成就されない場合、その責めを負う当事者を除く。）は、効力発生日に先立ち相手方当事者

に対して書面により通知することにより、相手方当事者に対する何らの責任又は支払義務を負うことな

く(ただし、当該通知を行った当事者に本契約の別の条項についての違反がある場合の責任及び支払義

務はこの限りではない。)、本契約を解除することができる。 

(1) 本合併に関し又はこれに関連して企図された事項を遂行するために必要とされる甲及び乙の各投資

主総会の承認（甲の投資主総会の承認は、第7条第1項(i)及び(ii)に規定する議案その他甲及び乙

が別途合意する内容の議案の承認とし、乙の投資主総会の承認は、第7条第2項(i)及び(ii)に規定

する議案その他甲及び乙が別途合意する内容の議案の承認とする。）その他適用法令に従った手続

の完了及び許認可等の取得が完了していること 

(2) 甲及び乙において、契約(本契約を含む。)上の義務違反、財務制限条項違反及び金銭債務(公租公

課を含む。)の支払遅延がないこと(ただし、いずれも軽微なものを除く。) 

(3) 甲及び乙において、期限の利益喪失事由の発生(時の経過若しくは通知又はその双方により期限の

利益喪失事由となるものを含む。)、支払停止又は支払不能がないこと 



 

－  － 
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(4) 甲又は乙に対して貸付けを行っている全ての金融機関から、本合併の実行及び効力発生日以降の借

入れの基本的条件(なお、借入れに係る契約については、本合併後に甲において財務制限条項違反、

誓約事項違反及び期限の利益喪失事由が発生しないために必要な甲及び乙が別途合意する内容の手

当てを含む。)について予め承諾が得られており、かかる承諾が撤回されていないこと 

(5) 甲及び乙が、それぞれ、米国証券法上、本合併について、Form F-4による届出手続が必要とされな

い旨を合理的に確認したこと 

(6) 甲又は乙が破産手続開始、民事再生手続開始又はこれに類する法的倒産手続開始の申立てを受けて

いないこと 

(7) 甲、乙及び本資産運用会社において、監督官庁からの登録の取消、業務の全部又は一部の停止その

他本合併の遂行に重大な支障が生じ又は重大な悪影響を及ぼす行政処分を受けていないこと 

(8) 上記の他、本合併の実現を著しく阻害し又は著しく困難にすると合理的に判断される事由が存在し

ないこと 

 

第14条(合併条件の変更及び本契約の解約) 

1. 本契約締結日以降効力発生日までの間において、(i)甲若しくは乙の資産若しくは経営状態に重要な変

動が生じた場合、(ii)本合併の実施が不可能若しくは著しく困難となったと合理的に判断される場合、

(iii)その他の事由により本合併の目的の達成が困難となった場合、又は(iv)これらの事態が生じうる

事由が明らかとなった場合には、甲及び乙は、誠実に協議し、合意の上、本合併の条件その他本契約の

内容を変更し、又は本契約を解約することができる。 

2. 本契約が前条又は前項により解約された場合であっても、本項及び第16条乃至第18条の定めは、引き続

きその効力を有する。 

 

第15条(公表) 

甲及び乙は、本契約の締結又はそれらの内容、その他本合併に関して対外発表を行う場合には、その内

容、時期及び方法等について、当事者間で事前に合意の上、これを行うものとする。 

 

第16条(費用負担) 

本契約の締結及び履行に関連して甲及び乙に発生した費用(甲及び乙のそれぞれが選任する弁護士、公

認会計士、税理士、調査会社、アドバイザーその他の専門家に対する報酬等の費用を含むが、これらに

限られない。)の負担については、甲及び乙が効力発生日までにそれぞれ自己に発生する費用を負担す

るものとし、甲及び乙は、それぞれ、効力発生日までに終了する営業期間において、費用として計上す

るものとする。ただし、甲及び乙が別途協議の上合意した費用についてはこの限りではない。 

 

第17条(準拠法) 

本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。 

 

第18条(管轄) 

甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

することに合意する。 

 

第19条(誠実協議) 

本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議の

上、これを定める。 

 

(以下余白) 

 



 

－  － 
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本契約の締結を証するため、本契約書正本を2通作成し、甲及び乙は、各自記名押印の上、各1通を保有する。 

 

2022年11月22日 

 

甲 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 

森トラスト総合リート投資法人 

執行役員 八木 政幸 

 

乙 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 

森トラスト・ホテルリート投資法人 

執行役員 相澤 信之 



 

－  － 
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別紙7.1（規約変更案） 

規約変更案 

（下線部は変更箇所を示します。） 

現 行 規 約 変 更 案 

第1条（商号） 第1条（商号） 

この投資法人の商号は、森トラスト総合リート投

資法人と称し、英文でMORI TRUST Sogo Reit,Inc.

と表示します。 

この投資法人の商号は、森トラストリート投資法

人と称し、英文でMORI TRUST REIT, Inc.と表示し

ます。 

第5条（発行可能投資口総口数等） 第5条（発行可能投資口総口数等） 

1 この投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000

万口とします。 

1 この投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000

万口とします。 

2 （記載省略） 2 （現行どおり） 

第9条（招集） 第9条（招集） 

1 投資主総会は、2017年5月25日及びその日以後、

遅滞なく、これを招集し、以降、隔年ごとの5月

25日及びその日以後、遅滞なく、これを招集し

ます。 

1 投資主総会は、2023年4月25日及びその日以後、

遅滞なく、これを招集し、以降、隔年ごとの4月

25日及びその日以後、遅滞なく、これを招集し

ます。 

2～4 （記載省略） 2 ～4 （現行どおり） 

（新設） 5 この投資法人は、投資主総会の招集に際し、投

資主総会参考書類等の内容である情報につい

て、電子提供措置をとるものとします。また、

この投資法人は、書面交付請求した投資主に対

して書面を交付する場合に、電子提供措置をと

る事項のうち投資信託及び投資法人に関する法

律施行規則（平成12年総理府令第129号、その後

の改正を含みます。以下、「投信法施行規則」

といいます。）第162条の4に定めるものの全部

又は一部について、当該書面に記載しないこと

ができるものとします。 

第26条（資産運用の対象及び方針） 第26条（資産運用の対象及び方針） 

資産運用の対象及び方針は、次のとおりとしま

す。 

資産運用の対象及び方針は、次のとおりとしま

す。 

（1）（記載省略） （1）（現行どおり） 

（a）（記載省略） （a）（現行どおり） 



 

－  － 

 

 

 

 

        

24

現 行 規 約 変 更 案 

（b）この投資法人が投資対象とする不動産等

の主な用途はオフィスとしますが、商業

施設、ホテル、住宅等への分散投資も行

います。また、この投資法人が投資対象

とする不動産等の主な所在は東京都心部

としますが、都心周辺部、及び地方都市

等への分散投資も行います。 

（b）この投資法人が投資対象とする不動産等

の主な用途はオフィス及び宿泊施設（ホ

テル・旅館等及びこれらの付帯施設をい

い、以下、単に「宿泊施設」といいま

す。また、オフィスと宿泊施設をあわせ

て「中核資産」といいます。）とします

が、商業施設、住宅等への分散投資も行

います。また、この投資法人が投資対象

とするオフィスの主な所在は東京都心部

としますが、都心周辺部、及び地方都市

等への分散投資も行います。この投資法

人が投資対象とする宿泊施設の主な所在

は、全国主要都市（東京23区及び政令指

定都市をいいます。)及び著名な観光地エ

リア（魅力的な文化や観光資源等を有

し、既に観光集客力があるか、又は将

来、観光集客力が見込めるエリアをいい

ます。）とします。 

（c）（記載省略） （c）（現行どおり） 

（d）この投資法人は、投資信託及び投資法人

に関する法律施行規則（平成12年総理府

令第129号、その後の改正を含みます。）

第105条第1号ヘに定める不動産等資産を

主たる投資対象とします。 

（d）この投資法人は、投信法施行規則第105条

第1号ヘに定める不動産等資産を主たる投

資対象とします。 

（2）（記載省略） （2）（現行どおり） 

（3）（記載省略） （3）（現行どおり） 

（a）（記載省略） （a）（現行どおり） 

（b）その他の特定資産 （b）その他の特定資産 

この投資法人は、本条第（3）号（a）に

掲げる特定資産のほか、以下に掲げる特

定資産に投資することがあります。 

この投資法人は、本条第（3）号（a）に

掲げる特定資産のほか、以下に掲げる特

定資産に投資することがあります。 

ア～ケ（記載省略） ア～ケ（現行どおり） 

コ 上記エないしケに該当するものを除く、

その他の有価証券（金融商品取引法第2

条第1項及び第2項に定めるものをいいま

す。） 

コ 上記エないしケ及び下記スに該当するも

のを除く、その他の有価証券（金融商品

取引法第2条第1項及び第2項に定めるも

のをいいます。） 

サ～ス（記載省略） サ～ス（現行どおり） 

（c）（記載省略） （c）（現行どおり） 

（4）（記載省略） （4）（現行どおり） 

（a）（記載省略） （a）（現行どおり） 

（b）（記載省略） （b）（現行どおり） 



 

－  － 

 

 

 

 

        

25

現 行 規 約 変 更 案 

（c）投資する不動産の用途の選定において

は、主にオフィスに供されているものと

しますが、建物の用途集中によるリスク

を軽減させるため、商業施設、ホテル、

住宅等にも分散するものとします。ま

た、投資する不動産の所在の選定におい

ては、主に東京都心部としますが、地震

リスク、空室リスク等のキャッシュフ

ローの変動リスクを軽減させるため、都

心周辺部、及び地方都市等にも分散する

ものとします。 

（c）投資する不動産の用途の選定において

は、主に中核資産の用途に供されている

ものとしますが、建物の用途集中による

リスクを軽減させるため、商業施設、住

宅等にも分散するものとします。また、

投資する不動産の所在の選定において

は、第26条(1)(b)記載のとおりとします

が、地震リスク、空室リスク等のキャッ

シュフローの変動リスクを軽減させるた

め、地域分散を図るものとします。 

（d）～（g）（記載省略） （d）～（g）（現行どおり） 

（5）（記載省略） （5）（現行どおり） 

（6）（記載省略） （6）（現行どおり） 

第27条（評価の方法、基準及び基準日） 第27条（評価の方法、基準及び基準日） 

1 （記載省略） 1 （現行どおり） 

（1）（記載省略） （1）（現行どおり） 

（2）有価証券（本項第（1）号イないしオに該

当するものを除きます。） 

（2）有価証券（本項第（1）号イないしオに該

当するものを除きます。） 

公表されている最終価格に基づき算出し

た価額又はこれに準ずるものとして合理

的な方法により算出した価額。 

なお､上記のような市場価格及び合理的に

算定された価格がない場合には、取得原

価で評価を行うことができるものとしま

す。 

満期保有目的の債券に分類される場合は

取得原価をもって評価し、その他有価証

券に分類される場合は、時価をもって評

価します。但し、市場価格のない株式等

は、取得原価にて評価します。 

（3）（記載省略） （3）（現行どおり） 

（4）デリバティブ取引に係る権利 （4）デリバティブ取引に係る権利 

ア 金融商品取引所に上場しているもの 

金融商品取引所の最終価格（終値、

終値がなければ気配値（公表された

売り気配の最安値又は買い気配の最

高値、それらがともに公表されてい

る場合にはそれらの仲値））に基づ

き算出した価額。なお、基準日にお

いて最終価格がない場合には、基準

日前直近における最終価格に基づき

算出した価額により評価します。 

デリバティブ取引により生じる債権及び

債務は時価で評価します。 

但し、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準によりヘッジ取引と認められ

るものについては、ヘッジ会計を適用で

きるものとし、さらに、金融商品に関す

る会計基準に定める金利スワップの特例

処理の要件を充足するものについては、

金利スワップの特例処理を適用できるも

のとします。 

イ 金融商品取引所の相場のないもの  

市場価格に準ずるものとして合理的

に算定された価額が得られる場合に

は、その価額。また、公正な評価額

を算定することが極めて困難な場合

には、取得価額。 

 



 

－  － 
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ウ 上記ア及びイにかかわらず一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準

によりヘッジ取引と認められるもの

については、ヘッジ会計を適用でき

るものとし、さらに、金融商品に関

する会計基準に定める金利スワップ

の特例処理の要件を充足するものに

ついては、金利スワップの特例処理

を適用できるものとします。 

 

（5）（記載省略） （5）（現行どおり） 

第28条（決算期） 第28条（決算期） 

この投資法人の営業期間は、毎年4月1日から9月末

日までの6月及び10月1日から翌年3月末日までの6

月とし、それぞれその末日をもって決算期としま

す。 

この投資法人の営業期間は、毎年3月1日から8月末

日までの6月及び9月1日から翌年2月末日までの6月

とし、それぞれその末日をもって決算期としま

す。但し、第42期営業期間は、2022年10月1日から

2023年2月末日までとします。 

第32条（会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に

関する基準） 

第32条（会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に

関する基準） 

会計監査人の報酬額は、役員会で決定した金額

（営業期間ごとに1,500万円を上限とします。）と

し､その支払は、投信法その他の法令に基づき必要

とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人

の請求を受けてから2月以内に、会計監査人の指定

する口座へ振込む方法により行うものとします。 

会計監査人の報酬額は、役員会で決定した金額

（営業期間ごとに2,000万円を上限とします。）と

し､その支払は、投信法その他の法令に基づき必要

とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人

の請求を受けてから2月以内に、会計監査人の指定

する口座へ振込む方法により行うものとします。 

第33条（資産の運用を行う資産運用会社に対する

資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関す

る基準） 

第33条（資産の運用を行う資産運用会社に対する

資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関す

る基準） 

この投資法人が資産の運用を委託する資産運用会

社に支払う報酬の額又は資産運用報酬の支払に関

する基準は、以下のとおりとし、この投資法人

は、各号に定める報酬を以下に定める手続及び時

期に従い、資産運用会社に対し支払うものとしま

す。 

この投資法人が資産の運用を委託する資産運用会

社に支払う報酬の額又は資産運用報酬の支払に関

する基準は、以下のとおりとし、この投資法人

は、各号に定める報酬を以下に定める手続及び時

期に従い、資産運用会社に対し支払うものとしま

す。 



 

－  － 
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（1）運用報酬1 （1）運用報酬1 

各営業期間につき、当該決算期及び前決

算期の期末算定額（この規約第26条第

（3）号（a）及び（b）に定める特定資産

（但し、同号（b）に定める特定資産につ

いては当該特定資産を保有することによ

り実質的かつ経済的に当該特定資産に関

連する不動産等を保有するものと評価で

きるものに限定されるものとします。）

をこの規約第27条に定める方法（但し、

不動産等については原則として同条第2項

を適用します。）で算定した額をいいま

す。）のそれぞれの総額を平均した金額

に0.2％を上限として役員会で決定した料

率を乗じた金額に、2分の1を乗じた金額

とします。支払時期については、前期末

の期末算定額の総額に0.2％を上限として

役員会で決定した料率を乗じた金額の4分

の1を、毎年6月末日及び12月末日に支払

い、当該決算期の決算確定後遅滞なく過

不足を精算するものとします。 

各営業期間につき、当該決算期及び前決

算期の期末算定額（この規約第26条第

（3）号（a）及び（b）に定める特定資産

（但し、同号（b）に定める特定資産につ

いては当該特定資産を保有することによ

り実質的かつ経済的に当該特定資産に関

連する不動産等を保有するものと評価で

きるものに限定されるものとします。）

をこの規約第27条に定める方法（但し、

不動産等については原則として同条第2項

を適用します。）で算定した額をいいま

す。）のそれぞれの総額を平均した金額

に0.2％を上限として役員会で決定した料

率を乗じた金額に、2分の1を乗じた金額

とします。支払時期については、前期末

の期末算定額の総額に0.2％を上限として

役員会で決定した料率を乗じた金額の4分

の1を、毎年5月末日及び11月末日に支払

い、当該決算期の決算確定後遅滞なく過

不足を精算するものとします。 

（2）運用報酬2 （2）運用報酬2 

決算期に算定される｢分配可能金額｣に3％

を上限として役員会で決定した料率を乗

じた金額とします。 

｢分配可能金額｣とは、日本国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算される運用報酬2控除前

の税引前当期純利益に繰越欠損金がある

ときはその全額を補填した後の金額と

し、当該決算期の決算確定後遅滞なく支

払うものとします。 

各営業期間における運用報酬2控除前当期

純利益を各決算期末における発行済投資

口の総口数で除した額に、各営業期間に

おける運用報酬2控除前当期純利益を乗

じ、更にこれに0.0012％を上限として役

員会で決定した料率を乗じた金額としま

す。 

｢運用報酬2控除前当期純利益｣とは、日本

国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算される税

引前当期純利益（但し、運用報酬2及び運

用報酬2に係る控除対象外消費税等の控除

前とします。）に、のれん償却額を加算

し、負ののれん発生益を控除した後の金

額とし、繰越欠損金があるときはその全

額を補填した後の金額とし、当該決算期

の決算確定後遅滞なく支払うものとしま

す。 

（3）（記載省略） （3）（現行どおり） 

（4）（記載省略） （4）（現行どおり） 



 

－  － 
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（新設） 第38条（規約変更の効力発生） 

 1 第1条、第5条、第9条第1項、第26条、第28条、

第32条及び第33条に係るこの規約の変更の効力

は、この投資法人及び森トラスト・ホテルリー

ト投資法人の間の2022年11月22日付合併契約書

に基づく、この投資法人を吸収合併存続法人と

し、森トラスト・ホテルリート投資法人を吸収

合併消滅法人とする吸収合併（以下、「本合

併」といいます。）の効力が発生することを条

件として、本合併の効力発生日に生じるものと

します。なお、本項は、本項に基づくこの規約

の変更の効力発生後にこれを削除するものとし

ます。 

 2 この投資法人の2023年3月1日から2023年8月末日

の営業期間における運用報酬1については、本合

併により森トラスト・ホテルリート投資法人か

ら特定資産の承継があった場合は、吸収合併消

滅法人となる森トラスト・ホテルリート投資法

人の2023年2月28日時点における期末算定額をこ

の投資法人の当該日時点における期末算定額に

含めてこの投資法人の運用報酬1の金額を算出す

るものとします。 

 



 

－  － 
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別紙２ 

 

 

 

森トラスト総合リート投資法人 

規 約 
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森トラスト総合リート投資法人規約 
 

 

第1章 総則 

 

第1条（商号） 

この投資法人の商号は、森トラスト総合リート投資法人と称し、英文でMORI TRUST Sogo Reit,Inc.と表示

します。 

 

第2条（目的） 

この投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。

以下、「投信法」といいます。）及びその他の関係法令に基づき、資産を主として投信法第2条第1項に定め

る特定資産（以下、「特定資産」といいます。）に対する投資として運用することを目的とします。 

 

第3条（本店の所在地） 

この投資法人は、本店を東京都港区に置くこととします。 

 

第4条（公告方法） 

この投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 

 

 

第2章 投資口 

 

第5条（発行可能投資口総口数等） 

1 この投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。 

2 この投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割

合は、100分の50を超えるものとします。 

 

第6条（投資口の払戻し、自己投資口の取得） 

1 この投資法人は、投資主からの投資口の払戻しの請求による払戻しは行わないこととします。 

2 この投資法人は、投資主との合意によりこの投資法人の投資口を有償で取得することができるものとし

ます。 

 

第7条（投資口取扱規程） 

この投資法人の投資主名簿への記載又は記録、その他投資口に関する手続は、法令又はこの規約に規定する

もののほか、役員会の定める投資口取扱規程によるものとします。 

 

第8条（最低純資産額） 

この投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします。 

 

 

第3章 投資主総会 

 

第9条（招集） 

1 投資主総会は、2017年5月25日及びその日以後、遅滞なく、これを招集し、以降、隔年ごとの5月25日及

びその日以後、遅滞なく、これを招集します。 

2 前項に定める場合のほか、投資主総会は、法令に定める場合その他必要がある場合に、随時これを招集

します。 



 

－  － 
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3 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、役員会の承認に基づき、執行役員が1名の場合は当

該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、執行役員の1

名がこれを招集します。 

4 この投資法人の投資主総会は、本店所在地又は東京都各区内のいずれかにおいて開催します。 

 

第10条（招集の公告、通知） 

投資主総会を招集するには、投資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに各投資

主に対して、書面をもって通知を発します。但し、前条第1項の規定に従って開催された直前の投資主総会

の日から25月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しません。 

 

第11条（議長） 

1 投資主総会の議長は、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会にお

いてあらかじめ定めた順序に従い、執行役員の1名がこれに当たります。 

2 全ての執行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員

の1名がこれに当たります。 

 

第12条（決議） 

1 投資主総会の決議は、法令又はこの規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過

半数をもって行います。 

2 投資主は、この投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、その議決権を行使することが

できます。この場合においては、当該投資主又は代理人は、投資主総会ごとに代理権（代理人の資格を

含みます。）を証明する書面をこの投資法人に提出するものとします。 

 

第13条（書面による議決権の行使） 

1 書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面（以下、「議決権行使書面」といいます。）

に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面をこの投資法人に提出し

て行います。 

2 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。 

 

第14条（電磁的方法による議決権の行使） 

1 この投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を

行使することができる旨を定めることができます。 

電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、この投資法人の承諾を得て、法令で定

める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法によりこの投資法人に提供して行います。 

2 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。 

 

第15条（みなし賛成） 

1 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提

出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるとき

は、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなします。 

2 前項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した

投資主の議決権の数に算入します。 

3 前2項の規定は、（ⅰ）以下の各事項に関する議案が投資主総会に提出されることについて本投資法人が

本投資法人のウェブサイトにおいて公表した日若しくは招集権者がこれに準ずる方法により公表した日

のいずれか早い日から２週間以内に、総発行済投資口の100分の1以上の投資口を6か月以上引き続き有す

る投資主が、当該議案に反対である旨を本投資法人（招集権者が執行役員若しくは監督役員以外の者で

ある場合は、本投資法人及び招集権者の双方）に通知した場合、又は（ⅱ）以下の各事項に関する議案
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について、本投資法人が当該議案に反対である旨を招集通知に記載若しくは本投資法人のウェブサイト

において公表した場合は、当該議案については適用しません。 

(1) 執行役員又は監督役員の選任又は解任 

(2) 資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結又は解約 

(3) 解散 

(4) 投資口の併合 

(5) 執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除 

4  第1項及び第2項の規定は、本条を変更する規約変更議案については適用しません。 

 

第16条（基準日） 

1 この投資法人は、この規約第9条第1項に基づき投資主総会を開催するときは、当該投資主総会の直前の

この規約第28条に定める決算期（以下「決算期」といいます。）における最終の投資主名簿に記載又は

記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とするほか、

決算期から3月以内に投資主総会を開催するときは、直前の決算期における最終の投資主名簿に記載又は

記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主と

します。 

2 前項の規定にかかわらず、この投資法人は、必要があるときは、役員会の決議によって、あらかじめ公

告して、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を

もって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とすることができるものとします。 

 

第17条（投資主総会議事録） 

この投資法人の投資主総会の議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事

項を記載又は記録した議事録を作成し、当該投資主総会の日から10年間、この投資法人の本店に備え置くも

のとします。 

 

 

第4章 執行役員、監督役員及び役員会 

 

第18条（執行役員及び監督役員の員数） 

この投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は執行役員の員数に1を加えた数以上とします。 

 

第19条（執行役員及び監督役員の選任） 

執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任します。 

 

第20条（執行役員及び監督役員の任期） 

1 執行役員の任期は、就任後2年とします。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、

その期間を延長又は短縮することができ、また、任期の満了前に退任した執行役員の補欠又は増員とし

て選任された執行役員の任期は、前任者又は在任者の任期の残存期間と同一とします。 

2 監督役員の任期は、就任後2年とします。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、

その期間を延長又は短縮することができ、また、任期の満了前に退任した監督役員の補欠又は増員とし

て選任された監督役員の任期は、前任者又は在任者の任期の残存期間と同一とします。 

3 補欠の執行役員及び監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会

において選任された被補欠者である執行役員及び監督役員の任期が満了する時までとします。但し、投

資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません。 

 

第21条（役員会の決議） 

役員会の決議は、法令又はこの規約に別段の定めがある場合のほか、議決に加わることができる構成員の過
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半数が出席し、その過半数をもって行います。 

 

第22条（役員会の招集及び議長） 

1 役員会は、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会においてあらか

じめ定めた順序に従い、執行役員の1名がこれを招集し、その議長となります。 

2 役員会招集権を有しない執行役員は、投信法第113条第2項の規定により、監督役員は、投信法第113条第

3項の規定により、役員会の招集を請求することができます。 

3 役員会を招集するには、役員会の日の3日前までに各執行役員及び各監督役員にその通知を発することと

します。但し、緊急の必要がある場合には、執行役員及び監督役員全員の同意を得て、さらに招集期間

を短縮し又は招集手続を省略することができます。 

 

第23条（役員会の運営） 

役員会の運営に関しては、法令又はこの規約に規定するもののほか、役員会の定める役員会運営規程による

ものとします。 

 

第24条（役員会議事録） 

役員会の議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し

た議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名し、当該役

員会の日から10年間、この投資法人の本店に備え置くものとします。 

 

第25条（執行役員及び監督役員の報酬の額、又は報酬の支払に関する基準等） 

1 執行役員 

執行役員の報酬の額は、役員会で決定した金額（1人当たり月額80万円を上限とします。）とし、その支

払は、当月分を当月末日までに、執行役員の指定する口座へ振込む方法により行うものとします。 

2 監督役員 

監督役員の報酬の額は、役員会で決定した金額（1人当たり月額50万円を上限とします。）とし、その支

払は、当月分を当月末日までに、監督役員の指定する口座へ振込む方法により行うものとします。 

3 執行役員又は監督役員の賠償責任の制限 

この投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の責任について、当該執行役員

又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実

の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき

は、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができます。 

 

 

第5章 資産運用の対象及び方針 

 

第26条（資産運用の対象及び方針） 

資産運用の対象及び方針は、次のとおりとします。 

（1）資産運用の基本方針 

（a）この投資法人は、特定資産のうち本条第（3）号（a）（ⅰ）に定める不動産等及び同号（a）（ⅱ）に

定める不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等を投資対象とします。 

（b）この投資法人が投資対象とする不動産等の主な用途はオフィスとしますが、商業施設、ホテル、住宅

等への分散投資も行います。また、この投資法人が投資対象とする不動産等の主な所在は東京都心部

としますが、都心周辺部、及び地方都市等への分散投資も行います。 

（c）この投資法人は、本号に定める投資対象について、安定したインカムゲインの確保と運用資産の着実

な成長を目指して、中長期的な資産の安定運用を行うことを基本とします。 

（d）この投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号、その後の
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改正を含みます。）第105条第1号ヘに定める不動産等資産を主たる投資対象とします。 

（2）税制上における優遇措置への対応 

（a）この投資法人は、税制により課税の軽減等、この投資法人及び投資主への優遇措置が講じられている

場合には、積極的に対応するものとします。 

（b）特定不動産（本（b）において、この投資法人が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権若

しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいま

す。）の価額の合計額のこの投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合は100分の75以上

とします。 

（3）資産運用の対象となる資産の種類、目的及び範囲 

（a）投資対象とする特定資産 

この投資法人は、安定した収益の確保を主たる目的として、以下の特定資産を運用対象とします。当

該特定資産が、金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下、「金融商品

取引法」といいます。）第2条第2項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証

券が発行されていない場合の当該権利を含みます（以下本第（3）号において同じです。）。 

（ⅰ）不動産等（以下、アないしキの特定資産を併せて「不動産等」といいます。） 

ア 不動産 

イ 不動産の賃借権 

ウ 地上権 

エ 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と合わせて信

託する包括信託を含みます。） 

オ 上記アないしウに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 

カ 当事者の一方が相手方の行う上記アないしオに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がそ

の出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配

を行うことを約する契約に係る出資の持分（以下、「不動産に関する匿名組合出資持分」といいま

す。） 

キ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とす

る金銭の信託の受益権 

（ⅱ）不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等（以下、アないしエの特定資産を併せて「不動産等

を主たる投資対象とする資産対応証券等」といいます。） 

ア 資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下、「資産流動化

法」といいます。）第2条第9項に定める優先出資証券 

イ 資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券 

ウ 投信法第2条第7項に定める投資信託の受益証券 

エ 投信法第2条第15項に定める投資証券 

上記アないしエについては、不動産等を主たる投資対象とし、資産流動化法上の特定目的会社の財産

（上記アの場合）、特定目的信託の信託財産（上記イの場合）、投資信託の信託財産（上記ウの場

合）又は投資法人の財産（上記エの場合）の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とす

るものに限ります。なお、上記それぞれの財産の2分の1を超える額とは、原則として当該財産の総額

に不動産等及びその他の資産の評価損益を加減した額から敷金等を控除した額の2分の1を超える額を

いいます。 

（b）その他の特定資産 

この投資法人は、本条第（3）号（a）に掲げる特定資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資するこ

とがあります。 

ア 預金 

イ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。以下、

「投信法施行令」といいます。）第3条第7号に定める金銭債権 

ウ 投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利（以下、｢デリバティブ取引に係る権
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利｣といいます。） 

エ 譲渡性預金証書 

オ 株券（但し、実質的に不動産等に投資することを目的とするもの又は不動産等への投資に付随し若

しくは関連して取得するものに限ります。） 

カ 公社債（但し、新株予約権付社債は除きます。） 

キ 資産流動化法第2条第9項に定める特定社債券 

ク 投信法第2条第20項に定める投資法人債券 

ケ 金融商品取引法第2条第1項第15号に定める法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束

手形（コマーシャルペーパー） 

コ 上記エないしケに該当するものを除く、その他の有価証券（金融商品取引法第2条第1項及び第2項に

定めるものをいいます。） 

サ 投信法施行令第3条第11号に定める再生可能エネルギー発電設備 

シ 投信法施行令第3条第12号に定める公共施設等運営権 

ス 当事者の一方が相手方の行う上記サ及びシに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその

出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を

行うことを約する契約に係る出資の持分 

（c）資産運用の対象とする特定資産以外の資産の種類 

この投資法人は、投資対象とする特定資産への投資に付随して、以下に掲げる資産に投資することが

あります。但し、この規約第26条に定める資産運用の基本方針のため必要又は有用と認められる場合

に投資できるものとします。 

ア 民法（明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。）第667条に定める組合の出資持分（不動産、

不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的とした

ものに限ります。） 

イ 商標法（昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。）に基づく商標権、その専用使用権若し

くは通常使用権 

ウ 温泉法（昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。）に定める温泉の源泉を利用する権利等

及び当該温泉に関する設備等 

エ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。）に定める

算定割当量その他これに類似するもの又は排出権（温室効果ガスに関する排出権を含みます。） 

オ 不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等への投資に付随して取得するその他

の権利等 

（4）投資態度 

（a）投資する不動産を選定するにあたっては、一般経済情勢や税制等の一般的要因、不動産の立地する地

域の周辺環境、都市計画の状況及びそれらの将来動向等の地域要因、土地及び建物の規模、形状、接

道状況等の個別的要因から長期にわたり優位性を持つと考えられる立地のものから､その不動産の生み

出すキャッシュフローの予想及びそれに基づく収益価格等を総合的に検討及び判断して選定します。 

（b）投資する不動産の選定においては、当該不動産に関する状況調査、法的調査、経済的調査等の詳細調

査（デューデリジェンス）の結果を十分に考慮の上、総合的に判断します。 

（c）投資する不動産の用途の選定においては、主にオフィスに供されているものとしますが、建物の用途

集中によるリスクを軽減させるため、商業施設、ホテル、住宅等にも分散するものとします。また、

投資する不動産の所在の選定においては、主に東京都心部としますが、地震リスク、空室リスク等の

キャッシュフローの変動リスクを軽減させるため、都心周辺部、及び地方都市等にも分散するものと

します。 

（d）投資する不動産については、原則として取得時点において稼動中であるものとします。更地等の未稼

動の不動産については、この投資法人の資産総額の20％を限度として取得することができます。また、

上記以外に、老朽化・機能劣化、再開発等の事情による建物等の建替え又は大規模修繕により、未稼

動期間が発生することがあります。 



 

－  － 

 

 

 

 

        

36

（e）不動産以外の不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の選定においても、かか

る不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の対象とされる不動産等に関し、可

能な範囲内で、本号（a）ないし（d）と同様の検討及び判断を行います。 

（f）運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、この投資法人は、資産の取得、修繕等又は

分配金の支払い、若しくは債務の返済（敷金等並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みま

す。）、運転資金等の資金の手当てを目的として、資金を借り入れ又は投資法人債を発行することが

できます。 

（g）金利動向、市況動向､一般経済情勢、不動産市場動向等によっては、上記の運用ができない場合があり

ます。 

（5）資産運用の対象とする資産の投資制限 

（a）この投資法人は、投信法その他法令及び株式会社東京証券取引所その他のこの投資法人の発行する投

資証券が上場されている金融商品市場を開設する金融商品取引所の規則上、許容される範囲を逸脱し

て、外貨建資産への投資を行わないものとします。 

（b）デリバティブ取引に係る権利への投資は、この投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他

のリスクのヘッジを主たる目的とし、投機的取引は行いません。 

（6）組入資産の賃貸の目的及び範囲 

（a）この投資法人は、中長期的な資産の安定運用を目的として、原則として運用資産に属する全ての不動

産について賃貸（駐車場、看板などの設置等を含みます。）を行うこととします。 

（b）特定資産である信託の受益権に係る信託財産である不動産については、関連する信託契約に基づき可

能な範囲内で、当該信託の受託者に対し、賃貸を行うよう指図することとします。 

（c）上記（a）及び（b）の不動産の賃貸に際しては、敷金等を受け入れることがあり、かかる敷金等につ

いては、この規約の定めに従い運用を行うか、又は、借入金等の返済に充当します。 

（d）運用資産に属する不動産に共有者が存する場合、共有不動産全体の投資法人による利用について共有

者の同意を得た上で他の共有者の共有持分を、また、不動産が建物の区分所有等に関する法律（昭和

37年法律第69号、その後の改正を含みます。）の適用を受ける建物である場合、他の区分所有者の所

有する専有部分（共用部分の共有持分等を含みます。）を賃借した上で、それぞれこれを転貸するこ

とがあります。 

 

 

第6章 資産評価の方法、基準及び基準日 

 

第27条（評価の方法、基準及び基準日） 

1 資産の評価方法は、下記のとおり特定資産の種類ごとに定めることとします。 

（1）不動産等 

ア 不動産、不動産の賃借権及び地上権 

取得価額から減価償却累計額を控除した価額。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備

部分ともに定額法により算定します。 

イ 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権 

信託財産を構成する資産が上記アの資産に該当する場合には、上記アに定める評価を行い、また、

当該信託財産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評

価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定

した価額。 

ウ 上記ア又はイに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 

信託財産を構成する資産が上記ア又はイの資産に該当する場合には、それぞれに定める評価を行い、

また、当該信託財産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

よる評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額

を算定した価額。 
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エ 不動産に関する匿名組合出資持分 

不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が上記ア又はイの資産の場合に

は、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産から成る場合には、一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準による評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除し

て当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額。 

オ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とす

る金銭の信託の受益権 

信託財産を構成する資産又は不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が

上記ア又はイの資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産か

ら成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行った上で、これらの

合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。 

（2）有価証券（本項第（1）号イないしオに該当するものを除きます。） 

公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出

した価額。 

なお､上記のような市場価格及び合理的に算定された価格がない場合には、取得原価で評価を行うこと

ができるものとします。 

（3）金銭債権 

取得価額から、貸倒引当金を控除した価額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い金額で取得

した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められる場合には、償却原価

法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額。 

（4）デリバティブ取引に係る権利 

ア 金融商品取引所に上場しているもの 

金融商品取引所の最終価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又は買い

気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出した価額。

なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した

価額により評価します。 

イ 金融商品取引所の相場のないもの 

市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られる場合には、その価額。また、公正

な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額。 

ウ 上記ア及びイにかかわらず一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認めら

れるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとし、さらに、金融商品に関する会計基準に定

める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用で

きるものとします。 

（5）その他 

上記に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によって評価するも

のとします。 

2 資産運用報告等に記載する目的で、貸借対照表価額と異なる価格を記載する場合には、本条第1項第

（1）号アの「取得価額から減価償却累計額を控除した価額」を「不動産鑑定士が収益還元法により求め

た価額」と読み替えて適用するものとします。 

3 資産評価の基準日は、原則として決算期とし、本条第1項第（2）号に定める資産であって、市場価格に

基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします。 

4 本条第1項の評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。但し、正当な事由により採用

した評価方法が適当でなくなった場合で、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に

限り、他の評価方法に変更できるものとします。 

5 本条第2項の評価方法を変更した場合、その直後に投資者に交付する資産運用報告等において、次に掲げ

る事項を記載するものとします。 

（1）当該評価方法の変更の事実及び変更日 
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（2）変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的な内容 

（3）決算期における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額 

（4）具体的な変更の理由 

（5）その他、投資者保護上必要な事項 

 

 

第7章 計算 

 

第28条（決算期） 

この投資法人の営業期間は、毎年4月1日から9月末日までの6月及び10月1日から翌年3月末日までの6月とし、

それぞれその末日をもって決算期とします。 

 

第29条（金銭の分配方針） 

1 利益の分配 

この投資法人は、原則として、以下の方針に基づき毎決算後に金銭の分配を行うものとします。 

（1）投資主には、利益（この投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した金額

をいい、その金額は日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算され

るものとします。以下、同じです。）の額に相当する金額の全部又は一部を金銭により投資主に分配

するものとします。 

（2）金銭の分配金額については、原則として、租税特別措置法（昭和32年法律第26号、その後の改正を含

みます。）第67条の15第１項（以下、「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。）に定めるこ

の投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします（但し、利

益の金額を上限とします。）。 

（3）この投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分

配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるものとします。 

2 利益を超えた金銭の分配 

この投資法人は、役員会において適切と判断した場合、又はこの投資法人における法人税等の課税の発

生を抑えることができる場合には、一般社団法人投資信託協会の規則において定める金額を限度として

利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。 

3 金銭の分配 

分配金は金銭により分配するものとし、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登

録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数に応じて支

払います。 

4 分配金の除斥期間等 

前項に規定する分配金については、その支払開始の日から満3年を経過したときは、この投資法人は、そ

の支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします。 

 

 

第8章 会計監査人 

 

第30条（選任） 

会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します。 

 

第31条（任期） 

1 会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の

時までとします。 

2 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会におい



 

－  － 

 

 

 

 

        

39

て再任されたものとみなします。 

 

第32条（会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準） 

会計監査人の報酬額は、役員会で決定した金額（営業期間ごとに1,500万円を上限とします。）とし､その支

払は、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてか

ら2月以内に、会計監査人の指定する口座へ振込む方法により行うものとします。 

 

 

第9章 資産運用会社に対する資産運用報酬の額 

又は資産運用報酬の支払に関する基準 

 

第33条（資産の運用を行う資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準） 

この投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準

は、以下のとおりとし、この投資法人は、各号に定める報酬を以下に定める手続及び時期に従い、資産運用

会社に対し支払うものとします。 

（1）運用報酬1 

各営業期間につき、当該決算期及び前決算期の期末算定額（この規約第26条第（3）号（a）及び（b）

に定める特定資産（但し、同号（b）に定める特定資産については当該特定資産を保有することにより

実質的かつ経済的に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定される

ものとします。）をこの規約第27条に定める方法（但し、不動産等については原則として同条第2項を

適用します。）で算定した額をいいます。）のそれぞれの総額を平均した金額に0.2％を上限として役

員会で決定した料率を乗じた金額に、2分の1を乗じた金額とします。支払時期については、前期末の

期末算定額の総額に0.2％を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額の4分の1を、毎年6月末日

及び12月末日に支払い、当該決算期の決算確定後遅滞なく過不足を精算するものとします。 

（2）運用報酬2 

決算期に算定される｢分配可能金額｣に3％を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額とします。 

｢分配可能金額｣とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算さ

れる運用報酬2控除前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその全額を補填した後の金額とし、

当該決算期の決算確定後遅滞なく支払うものとします。 

（3）運用報酬3 

この投資法人がこの規約第26条第（3）号（a）及び（b）に定める特定資産（但し、同号（b）に定め

る特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連す

る不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。）を取得した場合において、

取得資産ごとにその取得価額（但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。）に

応じ、原則として以下の料率を乗じた金額の合計額とします。なお、事情に応じて、以下の料率を下

回ることは妨げないものとします。 

また、この投資法人が行う合併により、この規約第26条第（3）号（a）及び（b）に定める特定資産

（但し、同号（b）に定める特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的

に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。）

を当該合併の相手方から承継した場合において、当該合併により承継する特定資産ごとに合併の受入

日における評価額に応じ、原則として以下の料率を乗じた金額の合計額とします。なお、事情に応じ

て、以下の料率を下回ることは妨げないものとします。 

・150億円以下の部分に対して0.4％ 

・150億円超300億円以下の部分に対して0.1％ 

・300億円超の部分に対して0.05％ 

支払時期は、この投資法人が当該資産を取得した日（所有権移転等の権利移転の効果が発生した日）

又は当該合併の効力発生日以降、3月以内とします。 
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（4）運用報酬4 

この投資法人がこの規約第26条第（3）号（a）及び（b）に定める特定資産（但し、同号（b）に定め

る特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連す

る不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。）を譲渡した場合において、

譲渡資産ごとにその譲渡価額（但し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用は除きます。）に

0.05％を乗じて得た金額とします。支払時期は、当該資産を譲渡した日（所有権移転等の権利移転の

効果が発生した日）以降、3月以内とします。 

なお、事情に応じて、この料率を下回ることは妨げないものとします。 

 

 

第10章 借入金及び投資法人債発行 

 

第34条（借入金及び投資法人債発行の限度額） 

1 この投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資することを目的として、資金の借入及

び投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下、同じです。）の発行を行うことができます。 

2 前項に係る借入及び投資法人債によって調達した資金は、資産の取得、修繕等又は分配金の支払い、若

しくは債務の返済（敷金等並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。）、運転資金等の資

金の手当てに使用するものとします。 

3 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつその合計額が1兆円を超えないものと

します。 

4 この投資法人の借入金は、金融商品取引法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家（但し、投資法人に

係る課税の特例規定に定める機関投資家に該当する者に限ります。）から借り入れるものとします。 

 

 

第11章 附則 

 

第35条（金額の計算方法） 

この規約に基づく金額の計算は原則として1円未満切捨とします。 

 

第36条（支払期日の特例） 

支払期日が銀行の休業日に該当する場合は直前の営業日を支払期日とします。 

 

第37条（日割計算） 

この規約において日割計算は別途定める場合を除き1年を365日として計算します。 
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制定 2001年 9月21日 

改訂 2003年 5月28日 

改訂 2003年 9月29日 

改訂 2003年11月27日 

改訂 2005年 6月16日 

改訂 2007年 6月14日 

改訂 2009年 6月17日 

改訂 2011年 6月15日 

改訂 2013年 6月21日 

改訂 2014年 4月 1日 

改訂 2015年 6月17日 

改訂 2017年 6月13日 

改訂 2019年 6月11日 

改訂 2021年 6月11日 
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別紙３ 

 

 

森トラスト総合リート投資法人の最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書 

 

Ⅰ．資産運用報告 

Ⅱ．貸借対照表 

Ⅲ．損益計算書 

Ⅳ．投資主資本等変動計算書 

Ⅴ．注記表 

Ⅵ．金銭の分配に係る計算書 

Ⅶ．キャッシュ・フロー計算書（参考情報） 
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（注１）記載した指標は以下の方法により算定しています。 

総資産経常利益率＝経常利益／{（期首総資産額＋期末総資産額）÷２｝ 

自己資本利益率＝当期純利益／{（期首純資産額＋期末純資産額）÷２｝ 

賃貸NOI＝不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費 

（注２）配当性向については小数点第２位を切り捨てて表示しています。 

（注３）総賃貸可能面積は小数点第１位を切り捨てて表示しています。 

（注４）稼働率は決算日時点における総賃貸可能面積に占める総賃貸面積の割合を記載しています。また、稼働率の括弧

内には、賃料収入がサブリース契約の賃料に連動する仕組みのマスターリース契約またはパス・スルー型のマス

ターリース契約を採用している物件について、サブリース契約に基づく稼働率を基に算出した場合の稼働率を記

載しています。なお、稼働率については小数点第２位を四捨五入し記載していますが、四捨五入した結果が

100.0％となる場合においては、小数点第２位を切り捨てて99.9％と記載しています。 
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２. 当期の資産の運用の経過 
 

（１）投資法人の主な推移 

 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、森トラスト・アセットマネジメント株式会

社（2003年11月１日に日本総合ファンド株式会社より商号変更）を設立企画人として、2001年10月２日に設

立されました。 

 2002年３月28日に事業用借地契約にかかる土地「フレスポ稲毛」（信託受益権）の取得を皮切りに、運用

を開始しました。 

 以降、着実に資産規模を拡大し、2004年２月13日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄

コード8961）しました。 

 当期末現在の本投資法人の資産総額は325,909百万円となり、合計16物件の保有不動産を運用しています。 

 

（２）投資環境と運用実績 

 当期の日本経済は、新型コロナウイルスによる活動制限が緩和され、外食や宿泊等を中心に個人消費が回

復し、景気の持ち直しが進みました。一方で、ウクライナ情勢等を背景とした資源・エネルギー価格の高騰

や、円安の影響による生活必需品の物価上昇が続いており、企業業績や個人消費への下押し材料となりまし

た。 

 不動産流通市場は、引き続き日米金利差の拡大による円安が進行していることもあり、国内外投資家の物

件取得意欲は引き続き高い状況にあります。このような状況の中、投資対象となる優良物件の売却情報は限

定的であり、厳しい物件取得環境が継続しています。 

 不動産賃貸市場のうちオフィスビルについては、成約賃料は引き続き下落傾向となりましたが、競争力の

高い既存ビルへの拡張移転や館内増床の動きが進んでおり、空室率の上昇は鈍化傾向となりました。 

 商業施設については、新型コロナウイルスによる活動制限が緩和されたことから個人消費は回復傾向にあ

りますが、一方で物価上昇が下押し材料となっています。 

 東京の高級賃貸住宅については、新規供給量が限定的である一方、需要は維持されており、稼働率・賃料

水準ともに堅調に推移しました。 

 ホテルについては、インバウンド市場については、訪日観光客の受け入れ制限が緩和されたものの、訪日

外国人数は増加しておらず厳しい状況が継続しました。一方で、国内旅行市場は堅調に推移しコロナ禍前の

水準に近づいているため、ホテル業績は回復傾向となりました。 

 このような投資環境の中、当期の本投資法人は、運用資産における稼働率の維持向上、賃料の増額改定を

推進するとともに、2022年7月29日付で資産の取得及び譲渡に関する「信託受益権売買契約」を締結する等、

安定した収益の確保を図るべく運用を行ってまいりました。 

 当期末現在における本投資法人の保有不動産は16物件、帳簿価額の総額は305,966百万円となり、当期末

時点での保有不動産の稼働率は96.5％（91.6％（注））となりました。 

 なお、本投資法人及び資産運用会社では、資産運用業務における環境に対する配慮、社会への貢献及び組

織のガバナンス強化といったサステナビリティ向上への取組みが、中長期的な投資法人の投資主価値向上に

必要不可欠であるという認識のもと、環境・社会・ガバナンスに配慮した取組みを進めています。 

 当期は「Ｅ：環境」に関して、大崎MTビルにおいて専用部照明器具のLED化やホテルオークラ神戸におい

て省エネ性能の高い空調機への更新等、設備の省エネ化を進めました。また、大崎MTビルの一部テナント区

画において、省エネ改修工事により削減されるテナントの電気使用料の一部をグリーンリース料としてテナ

ントより還元を受ける仕組みを導入しました。「Ｓ：社会」に関しては、新型コロナウイルス対策として、

引き続き保有不動産の共用部への消毒液設置や感染予防対策に関する文書の掲示等のテナントの安全と安心

に向けた取組みを行いました。「Ｇ：ガバナンス」に関しては、全役職員に対して定期的にコンプライアン

ス研修等の教育・啓発活動を実施し、従業員のコンプライアンス意識の向上を図っています。 

 ESGに関する取組みの結果、本投資法人は、2022年に実施されたGRESBリアルエステイト評価において、

ESG推進のための方針や組織体制、保有物件での環境パフォーマンス、テナントとの取組み等において優れ

た参加者に与えられる「Green Star」評価を6年連続で獲得しました。なお、総合スコアのグローバル順位
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により5段階で格付されるGRESBレーティングでは「4Stars」となりました。また、ESG情報開示の充実度を

測るGRESB 開示評価において、環境配慮やサステナビリティの取組みに関する情報開示が優れていることが

評価され、5段階のうち最上位の「A」評価を取得しています。 

（注）括弧内には、賃料収入がサブリース契約の賃料に連動する仕組みのマスターリース契約またはパス・スルー型のマ

スターリース契約を採用している物件について、サブリース契約に基づく稼働率を基に算出した場合の稼働率を記

載しています。 

 

（３）資金調達の概要 

 当期においては、期限の到来した既存借入金の返済に充てるため、計20,000百万円の借入れを実施しまし

た。 

 また、以下のとおり第18回無担保投資法人債を発行しました。発行額のうち、1,000百万円を2022年２月

22日に償還期限を迎えた第11回無担保投資法人債の償還により減少した手元資金に充当しました。残額を

2023年２月20日に償還期限を迎える本投資法人の第12回無担保投資法人債の償還資金（4,000百万円）の一

部または2023年３月末日までに返済期限が到来する既存借入金の返済資金の一部に充当予定です。 

 

 名称 ： 森トラスト総合リート投資法人第18回無担保投資法人債 

   （特定投資法人債間限定同順位特約付） 

 発行価額 ： 2,000百万円 

 利率 ： 年0.420％ 

 発行日 ： 2022年６月20日 

 償還期限 ： 2028年２月29日 

 担保及び保証 ： 無担保・無保証 

 

 この結果、有利子負債残高は156,000百万円、うち長期借入金は135,000百万円（１年内返済予定の長期借

入金18,000百万円を含みます。）、投資法人債は15,000百万円（１年内償還予定の投資法人債4,000百万円

を含みます。）となっています。 

 なお、期末総資産有利子負債比率は47.9％（前期末47.4％）となっています。 

 また、2022年９月30日現在、本投資法人は株式会社日本格付研究所（JCR）からAA（格付の見通し：安定

的）の長期発行体格付を取得しています。 

 

（４）業績及び分配の概要 

 このような運用の結果、当期の業績は、営業収益6,902百万円、営業利益3,428百万円となり、そこから借

入金にかかる支払利息等を控除した経常利益は3,043百万円、当期純利益は3,331百万円となりました。 

 また、分配金については税制の特例（租税特別措置法第67条の15）の適用により、利益分配金の最大額が

損金算入されることを企図して、租税特別措置法第66条の２の「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得

をした場合の課税の特例」により積み立てた圧縮積立金の一部628百万円の取り崩した後の当期未処分利益

全額を分配することとし、投資口１口当たりの分配金は3,000円となりました。 
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（２）保有不動産の運用戦略 

 本投資法人は、保有不動産の賃貸借契約形態において、市場賃料水準の下落が直ちに本投資法人の保有不

動産の収益に大きな影響を与えることがないよう、引き続き中長期で固定賃料とする定期建物賃貸借契約の

比重を一定の割合で確保していきます。 

 但し、新規賃貸借契約の締結の際には、契約期間、賃料の中長期固定化等に関して、対象不動産の立地や

特徴を見極めたうえで、適宜検討を行い、収益の最大化を目指します。 

 また、保有不動産の運営管理については、市場競争力を維持向上させ、安定的な運用が可能となるよう、

以下の方針にて行います。 

① 入居しているテナント満足度向上に注力し、各保有不動産の特徴を見極めたうえで、予防保全・安全管

理の徹底及びテナントとのカスタマーリレーションの充実等に留意し、本投資法人の保有不動産の高稼

働率の維持に努めます。また、空室及び空室予定の発生の際は、市場分析を的確に行ったうえで、森ト

ラストグループ、不動産仲介会社及びプロパティ・マネジメント会社と連携してリーシングに注力しま

す。 

② 新規賃貸借契約の締結に際しては、将来の賃貸収益を確実なものにするため、中長期の定期建物賃貸借

契約、その他賃料の固定化または契約期間の長期化に配慮した賃貸借契約を締結するよう努めます。ま

た、安定的な内部成長が期待できる保有不動産については、インカムゲインの増加を取り込めるような

契約も取り入れます。 

③ 保有不動産の経年劣化や築年数を考慮のうえ、老朽化した設備等に関しては更新を行い、さらに、競合

物件に引けをとらない市場競争力を高めるため、積極的な投資を行い、安定的な稼働率の維持に努めま

す。 

 

（３）新規投資不動産の投資戦略 

 本投資法人の資産規模の拡大及び新規不動産取得のため、物件情報ルートのさらなる開拓・深耕を図り、

質の高い物件情報の収集に努めることに注力しつつ、以下の投資戦略のもとで投資を行うことを基本としま

す。 

① 本投資法人は、投資不動産の用途にかかわらず、「東京都心部」を中心に資産総額の60～80％を目途に

投資を行います。また、「その他」の地域に立地する投資不動産であっても、例えば、交通結節点等の

利便性が良いオフィス集積度の高い地域に立地しているオフィスビルや、商圏内で高い競争力を有する

優良商業施設等については、投資を行います。 

② 本投資法人は、「オフィスビル」を用途とする投資不動産に対し、資産総額の70～90％を目途に投資を

行うとともに、「オフィスビル」以外の投資不動産として、「商業施設」（資産総額の10～30％）及び

「その他」（資産総額の０～10％）に対しても併せて投資を行うものとします。但し、「その他」の用

途としては、当面の間、住宅及びホテルに限るものとします。 

③ 本投資法人は、中長期の賃貸借契約を賃借人と締結することを基本とします。また、可能な限り、定期

建物賃貸借契約による契約、その他賃料の固定化または契約期間の長期化に配慮した賃貸借契約を締結

するように努めます。なお、投資不動産の賃貸にかかる契約形態については、投資不動産を直接テナン

トに賃貸する形態のほか、テナントとの間に賃借人（マスターレッシー）を介在させ、マスターレッ

シーに対し賃貸する契約形態（マスターリース契約）がありますが、マスターリース契約については、

対象不動産の規模、用途、入居テナント等の特性を吟味したうえで一定の効果が認められる場合には、

積極的に検討します。 

 

（４）財務戦略等 

 金融環境の変化によるマイナスの影響を抑えつつ資金調達コストの低減を図ることを念頭に、借入金額、

借入期間等について検討し、最適なバランスで調達するよう努めます。また、従前からの金融機関との長期

的なリレーションを重視しながらも借入先の多様化や投資法人債の発行も検討します。 
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６. 決算後に生じた重要な事実 
 

 本投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人との合併 

 

 本投資法人（以下「MTR」といいます。）と森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「MTH」といいま

す。）は、それぞれ2022年11月22日開催の投資法人役員会にて、2023年３月１日を合併の効力発生日として、

MTRを吸収合併存続法人、MTHを吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うこ

とについて決定し、2022年11月22日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結いたしました。 

（１）本合併の目的 

 MTRとMTH（以下「両投資法人」といいます。）はそれぞれの特徴を活かし、MTRはオフィスアセット

の安定性、MTHはホテルアセットの成長性を背景に、中長期的な収益の安定と成長を目指した運用を

行ってきました。しかしながら、MTRでは主な投資対象であるオフィスアセットにおいて、大型優良物

件の新規取得機会の減少や足元のコロナ禍でのテナント退去を要因とした収益力の低下により今後の成

長性に課題を抱えており、また、MTHでは投資対象であるホテルアセットにおいて、コロナ禍での収益

変動リスクが顕在化し、安定性の確保に課題を抱えており、両投資法人において単独での成長機会が限

定的であることが課題と認識するに至りました。両投資法人がこれらの課題を互いに解決し、継続的な

投資主価値の向上に資するため、資産性・安定性・成長性を真に兼ね備えたオフィス・ホテルを中核資

産とする総合型REITとなるべく、両投資法人において合併に関する協議を開始することに合意し、これ

まで慎重に検討を重ねてきました。その結果、両投資法人は、本合併を通じオフィスアセットの安定性

とホテルアセットの成長性を併せ持つポートフォリオを構築するとともに、スポンサーサポートを最大

限活用して成長路線へと回帰することが更なる投資主価値の向上に繋がると判断するに至り、2022年11

月22日付にて本合併契約を締結しました。 

 

 両投資法人は、本合併については、以下の意義を有すると考えています。 

 

① オフィス・ホテルを中核資産とし資産性・安定性・成長性を追求 

 MTR及びMTHは、それぞれにおいて不動産の本質的価値である資産性に着目した上質なアセットへの重点

投資を行ってきましたが、本合併後においても、この投資方針は継続されます。また本合併後は安定的な

キャッシュフローを生むオフィスと、成長性が期待できるホテルを中核資産とし、安定性と成長性の両面

を追求していくことが可能になります。加えて物件・アセットタイプの分散が進展し、ポートフォリオ・

クオリティも向上すると考えています 

② スポンサーサポートの最大活用と成長路線への回帰 

 本合併後においては、引き続きスポンサーサポートを最大限活用しながら、成長路線への回帰を目指し

ます。 

 外部成長については、スポンサーサポートの最大活用により資産規模の成長を図ることを目標とします。

その取り組みの一環として、本合併による効果のひとつであるLTV（総資産有利子負債比率）の低下に伴

い創出される取得余力を活用し、スポンサーである森トラストから神谷町トラストタワーを追加取得する

予定です。当該追加取得は、本合併後の投資法人（以下「新MTR」といいます。）に対するスポンサーの

強いコミットメントを示すものであると考えています。加えて、コロナ禍における収益低下からの回復途

上にあるオフィスアセット及びホテルアセットは、ともにアフターコロナにおける市況の回復・成長局面

を捉えた成長が期待されるアセットタイプであり、今後の内部成長にも期待できるものと考えており、外

部成長と内部成長の双方が成長ドライバーになると考えています。 

③ 投資家と利益を一つにした強固なガバナンス 

 スポンサーである森トラストグループによるセイムボート出資比率は、本合併後29.2％となりJ-REIT最

大級の出資比率となります。これにより、今後も、中長期的な目線での両者の成長と投資主価値向上を考

えた協力を行うことが可能となります。また、投資主価値と本資産運用会社への報酬の連動性をさらに向

上させるべく、本合併後１口当たり利益に連動する新たな資産運用報酬体系を導入し、協力体制の強化を

促進する予定です。 
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②MTRの１口当たり情報に及ぼす影響 

当該投資口数が当期首に行われたと仮定した場合の当期における１口当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

（ⅰ）１口当たり純資産額 ：60,254円 

（ⅱ）１口当たり当期純利益： 1,261円 

（６）合併交付金 

 MTRは、本合併の効力発生日の前日に終了するMTHの最終期の営業期間に係る金銭の分配の代わり金

（利益の配当）として、MTHの分配可能利益に基づきMTHの投資主（本合併の効力発生日の前日のMTHの

最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主（MTR、MTH及び投信法第149条の３の規定に基づきその

有する投資口の買取りを請求したMTHの投資主（当該買取請求を撤回した投資主を除きます。）を除き、

以下「割当対象投資主」といいます。））に対して同営業期間の金銭の分配額見合いの合併交付金（本

合併の効力発生日の前日におけるMTHの分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日におけるMTHの発

行済投資口の総口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額

（１円未満切捨て））を、効力発生日から合理的な期間内に支払う予定です。 

（７）吸収合併消滅法人（MTH）の直前期（2022年8月期）の概要 

事業内容 ：資産を主として投信法に定める特定資産に対する投資として運用すること 

営業収益 ：  2,053百万円 

当期純利益：  1,144百万円 

資産総額 ：110,357百万円 

負債総額 ： 59,212百万円 

純資産額 ： 51,144百万円 
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（参考情報） 

資産の譲渡 

本投資法人は、2022年７月29日付で下記の資産の譲渡に関する信託受益権売買契約を締結しました。 

 

新橋駅前MTRビル 

（ⅰ）譲渡の概要 

 譲渡資産 ： 不動産信託受益権 

 
譲渡価格 ： 

21,800百万円 

（第１回：7,266百万円、第２回：7,266百万円、第３回：7,266百万円） 

   （但し、譲渡費用、固定資産税・都市計画税の精算額及び消費税等を除きます。） 

 譲渡益 ： 営業収益として不動産売却益を2023年２月期と2023年８月期にそれぞれ約13億円、

2024年２月期に約14億円計上する予定です。 

 譲渡予定日 ： 第１回：2023年２月28日、第２回：2023年８月31日、第３回：2024年２月29日 

 買主 ： 森トラスト株式会社 

 備考 ： ３分割での譲渡を予定しており、第１回は2023年２月28日付で共有持分３分の１を信

託設定し、第２回は2023年８月31日付で共有持分３分の１を追加信託し、第３回は

2024年２月29日付で共有持分３分の１を追加信託したうえで譲渡します。 

 その他 ： 本譲渡は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定され

るフォワード・コミットメント等に該当します。本譲渡は、相手方当事者に故意また

は重大な過失がある場合に限り、相手方当事者による本譲渡にかかる売買契約上の重

大な義務違反を理由として、当該契約を解除することができるものとされています。

義務違反により本譲渡が解除された場合には、解除の原因者は、相手方に対して当該

売買代金の20％相当額を違約金として支払うものとされています。 

 

（ⅱ）譲渡資産の概要 

 所在地 ： 東京都港区新橋二丁目８番５号（住居表示） 

 用途 ： 商業施設（登記簿記載の種類：店舗・事務所・倉庫・駐車場） 

 地積 ： 1,069.88㎡ 

 延床面積 ： 建物一棟：7,820.45㎡ 

 構造 ： 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 陸屋根／地下２階付８階建 

 建築時期 ： 1999年４月 
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資産の取得 

本投資法人は、2022年７月29日付で下記の資産の取得に関する信託受益権売買契約を締結しました。 

 

仙台MTビル 

（ⅰ）取得の概要 

 取得資産 ： 不動産信託受益権 

   土地 所有権 

   建物 所有権（共有持分：100,000分の90,845） 

 取得価格 ： 15,800百万円 

（第１回：5,266百万円、第２回：5,266百万円、第３回：5,266百万円） 

   （但し、取得経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除きます。） 

 取得予定日 ： 第１回：2023年２月28日、第２回：2023年８月31日、第３回：2024年２月29日 

 売主 ： 森トラスト株式会社 

 備考 ： ３分割での取得を予定しており、第１回は2023年２月28日付で共有持分300,000分の

90,845を信託設定し、第２回は2023年８月31日付で共有持分300,000分の90,845を追

加信託設定し、第３回は2024年２月29日付で共有持分300,000分の90,845を追加信託

設定したうえでそれぞれ取得します。 

 その他 ： 本取得は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定され

るフォワード・コミットメント等に該当します。本取得は、相手方当事者に故意また

は重大な過失がある場合に限り、相手方当事者による本取得にかかる売買契約上の重

大な義務違反を理由として、当該契約を解除することができるものとされています。

義務違反により本取得が解除された場合には、解除の原因者は、相手方に対して当該

売買代金の20％相当額を違約金として支払うものとされています。 

 

（ⅱ）取得資産の概要 

 所在地 ： 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号（住居表示） 

 用途 ： オフィスビル（登記簿記載の種類：事務所・店舗・駐車場） 

 地積 ： 建物一棟の敷地：5,020.33㎡ 

所有権を有する敷地：4,491.16㎡ 

 延床面積 ： 建物一棟：42,941.53㎡ 

 構造 ： 鉄筋コンクリート造 陸屋根／地下２階付18階建 

 建築時期 ： 1999年３月 
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本投資法人は、2022年11月22日付で下記の資産の取得に関する信託受益権売買契約を締結しました。 

 

神谷町トラストタワー 

（ⅰ）取得の概要 

 取得資産 ： 不動産信託受益権 

   土地 所有権及び地上権（敷地権の割合10,000,000,000分の500,442,925） 

 

  

建物 区分所有権  

   家屋番号701 

   家屋番号1401（共有持分：10分の５）（注１） 

 取得価格 ： 23,700百万円 

   （但し、取得経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除きます。） 

 取得予定日 ： 2023年３月１日 

 売主 ： 森トラスト株式会社 

 その他 ： 本取得は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定され

るフォワード・コミットメント等に該当します。本取得は、相手方当事者に故意また

は重大な過失がある場合に限り、相手方当事者による本取得にかかる売買契約上の重

大な義務違反を理由として、当該契約を解除することができるものとされています。

義務違反により本取得が解除された場合には、解除の原因者は、相手方に対して当該

売買代金の20％相当額を違約金として支払うものとされています。但し、本合併後の

本投資法人の売買代金の支払義務の履行は、本合併後の本投資法人が売買代金の支払

いに必要な資金調達を完了していることが条件とされており、本合併後の本投資法人

が売買代金の支払いに必要な資金を調達できない場合には、損害等の賠償及び補償そ

の他何らの負担も生じることなく、本売買契約はその効力を失うものとされていま

す。したがって、資金調達が完了できずフォワード・コミットメント等を履行できな

い場合においても、本合併後の本投資法人の財務等に重大な影響を与える可能性は低

いと考えています。 

 

（ⅱ）取得資産の概要 

 所在地 ： 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号（住居表示） 

 用途 ： オフィスビル（登記簿記載の種類：事務所）（注２） 

 地積 ： 建物一棟の敷地：16,131.84㎡ 

 延床面積 ： 建物一棟：196,037.12㎡ 

   本投資法人の所有にかかる専有部分：7,595.44㎡（注３） 

 構造 ： 鉄骨・鉄筋コンクリート造 陸屋根／地下４階付37階建 

 建築時期 ： 2020年３月 

（注１）本合併の効力が取得予定日までに（当日を含みます。）生じないこと（以下「本件事由」といいます。）を解除

条件として、本件事由の発生により当然に取得資産のうち家屋番号「虎ノ門四丁目24番６の1401」の共有持分10

分の２が当該信託受益権売買契約に基づく売買対象から除外されます。 

（注２）本取得物件は事務所・店舗・医療施設・ホテル・住宅等の複合物件となっていますが、取得対象区画の用途（事

務所）を記載しています。 

（注３）事務所区画である7階・14階の専有部分（家屋番号701（3,797.72㎡）及び家屋番号1401（3,797.72㎡））の合計

を記載しています。なお、14階の専有部分に共有持分（10分の5）を乗じた面積は1,898.86㎡です。 
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経理の状況 
 

１. 資産、負債、元本（出資）及び損益の状況 
 

 資産、負債、元本（出資）及び損益の状況については、「Ⅱ．貸借対照表」、「Ⅲ．損益計算書」、「Ⅳ．

投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ．注記表」及び「Ⅵ．金銭の分配に係る計算書」をご参照ください。 

 貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び金銭の分配に関する計算書の前期情報は

ご参考であり、当期においては「投資信託及び投資法人に関する法律」第130条の規定に基づく会計監査人

の監査対象ではありません。 

 また、キャッシュ・フロー計算書は、「投資信託及び投資法人に関する法律」第130条の規定に基づく会

計監査人の監査対象ではないため、会計監査人の監査は受けておりません。 

 

２. 減価償却額の算定方法の変更 
 

 該当事項はありません。 

 

３. 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更 
 

 該当事項はありません。 

 



















































 

 
 

 

 

 

 

 

        

投資主総会会場ご案内図 

 
 

〔会場〕東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 丸の内トラストタワーＮ館11階 
「トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room２＋３＋４」 

〔電話〕03-6212-5211（代表） 
 
 

 

 
 

≪交 通≫ 
 Ｊ Ｒ  「 東 京 駅 」 日本橋口より徒歩１分 

 

 地下鉄  東京メトロ東西線、半蔵門線、丸ノ内線、千代田線 

   「大手町駅」 Ｂ７出口より徒歩２分 

   東京メトロ銀座線、東西線 

   「日本橋駅」 Ａ３出口より徒歩４分 

 
 
 

＜お願い＞ 

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。 

 




